
◎教育長報告

◎議案

番号 案件名 課名

議案第19号 令和4年度3月補正予算について 各課

議案第20号 直方市教育委員会令和5年度予算について 各課

議案第21号 直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について 教育総務課

議案第22号
直方市教育委員会事業後援取扱い要綱の一部を改正する告示
について

教育総務課

議案第23号 直方市文化財専門委員会委員の委嘱について
文化・スポーツ

推進課

◎協議事項

番号 案件名 課名

― 令和5年度直方市教育施策要綱（案）について 各課

◎報告事項

番号 案件名 課名

報告第25号 直方市紙おむつ等物価高騰対策補助事業実施要綱の制定についてこども育成課

報告第26号 直方市保育所等給食支援費補助金交付要綱の制定について こども育成課

報告第27号
直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の制定につい
て

こども育成課

報告第28号
直方市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例に
ついて

こども育成課

報告第29号
直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
の一部を改正する条例について

こども育成課

報告第30号
直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の一部を改正する条例について

こども育成課

報告第31号
直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す
る条例の一部を改正する条例について

こども育成課

2月定例教育委員会　付議案件表
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◎その他

・令和4年度小・中学校卒業式出席及び告辞について

・3月行事について（学校教育課　当日配布）

・会議録署名委員の指名について

・保健福祉センター建設に伴う教育財産の管理区分の見直しについて
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令和5年1月11日～令和5年2月7日

1月 11 水 １月定例校長会議、市長表敬訪問同席

12 木

13 金 定例教育長会議、管理職教育長協議会（北九州教育事務所）

14 土 ユメミルコドモネアカデミー修了式

15 日

16 月 徹底反復学習訪問（植木小）

17 火 徹底反復学習訪問（新入小、福地小）

18 水 徹底反復学習訪問（西小）、教育要望（福岡県）

19 木 徹底反復学習訪問（東小）、DX推進本部会議

20 金 徹底反復学習訪問（下境小）

21 土 のおがた子どもアート大賞展受賞式

22 日 新春書き初め表彰式（直方ライオンズクラブ）

23 月 徹底反復学習訪問（感田小、中泉小）

24 火 男女共同参画推進本部会議

25 水  徹底反復学習訪問（南小）、福岡健康づくり県民会議総会（大雪のため）

26 木 文化財防火デー消防訓練（石炭記念館）

27 金 徹底反復学習訪問（上頓野小）、北九州地区公立小学校教頭会研究大会

28 土

29 日

30 月 第３回学力向上検証委員会

31 火 徹底反復学習訪問（北小）

2月 1 水 ２月定例校長会議

2 木

3 金 県教育センター研究発表会

4 土

5 日

6 月

7 火 定例教育委員会

教育委員会行事報告
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令和5年2月8日～令和5年3月14日

2月 8 水

9 木 教育長会議、教科用図書調査研究協議会（北九州教育事務所）

10 金 小中一貫教育推進本部会

11 土

12 日

13 月 徹底反復学習訪問（南小）

14 火 教職大学院研究報告会（オンライン）

15 水 若年教員研修1年目閉講式（北九州教育事務所）

16 木

17 金 直方川づくり交流会 提案説明

18 土

19 日

20 月 一般質問

21 火 一般質問

22 水 一般質問

23 木

24 金 教育研究所論文表彰式・発表会 一般質問

25 土

26 日

27 月

28 火 市中学校教科等研究会 質疑

3月 1 水 ３月定例校長会議

2 木

3 金 教育研究所2年次研究員修了式 質疑

4 土

5 日

6 月 委員会

7 火 委員会

8 水 委員会

9 木 中学校卒業式 委員会

10 金 採決

11 土

12 日 仮称）福地小学校150周年いきいきフェスタ

13 月

14 火 小学校卒業式（南、北、感田、福地、植木、東）、定例教育委員会

教育委員会行事予定
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議案第 19号 

 

  

令和４年度３月補正予算について 

 

 

令和４年度３月補正予算（教育委員会分）について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

                     令和５年２月７日 

                   直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

提案理由 

   直方市教育委員会事務委任規則第２条第４号の規定により提案するものである。 
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令和４年度　3月補正予算（教育総務課所管分）

歳出 款項目 節 目合計額 説　　　明

10節光熱水費　7,584,000円 7,584,000円 電気代の高騰等による予算不足のため

10節修繕料　632,000円
　上頓野小学校特別支援学級増設に伴う救
助袋設置修繕工事

12節委託料　271,000円
　上頓野小学校特別支援学級増設に伴う教
室LAN構築業務委託
　
17節校用器具費　1,685,000円
　上頓野小学校特別支援学級増設に伴うエ
アコン設置

2,588,000円
上頓野小学校に特別支援教室が増設されることに伴う救助袋移設、
LAN構築、エアコン設置のため

10節光熱水費　4,666,000円 4,666,000円 電気代の高騰等による予算不足のため

17節校用器具費　1,633,000円
　三中学校特別支援学級増設に伴うエアコン
設置

1,633,000円
直方第三中学校に特別支援学級が増設されることに伴うエアコン設
置のため

10款3項1目

10款2項1目
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令和4年度　3月補正予算（子ども育成課所管分）

歳出 款項目 節 目合計額 説　　　明

3款2項1目
児童福祉総務費

　18節　負担金補助及び交付金 △1,000,000円
直方市病児保育事業補助金
あざかみこどもクリニック分(国1/3　県1/3　子ども・子育て交付金)

3款2項6目
保育事業費

　18節　負担金補助及び交付金 △9,438,000円

障害児保育事業　　　　　　4,032,000円
保育体制強化補助金（私立保育所）　　△8,400,000円
保育体制強化補助金（認定こども園）　△2,400,000円
保育環境改善等事業（安全対策事業：午睡事故防止）△3,000,000円
保育所等業務効率（ICT）化推進事業　　△5,250,000円
保育体制強化事業　　3,180,000円（繰越予定）

3款2項6目
保育事業費

　19節　扶助費 △77,939,000円
私立保育所運営費　　△58,189,000円
認定こども園運営費　△17,320,000円
認可外保育無償化給付費　　△2,340,000円

10款1項4目
幼児教育振興費

　19節　扶助費 △104,152,000円
認定こども園施設型給付費　△9,693,000円
幼稚園施設型給付費　　△84,081,000円
私立幼稚園無償化給付費　　△10,378,000円

令和4年度　繰越明許費補正（子ども育成課所管分）

繰越 款項目 名　　　称 繰越限度額 説　　　明

3款2項6目
保育事業費

保育所等施設整備事業 224,048,000円
ポッポ保育園
新入ひまわり保育園

3款2項6目
保育事業費

子どもの安心・安全対策支援事業 3,180,000円

保育体制強化事業
①送迎用バスへの子どもの置き去りを防止する安全装置（国5、市6）
②登園管理システム（国1）
③ICTを活用した子どもの見守りサービス（ICタグ）（国4）

10款1項4目
幼児教育振興費

認定こども園施設整備事業 16,185,000円 新入ひまわり保育園
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令和4年度　3月補正予算（文化・スポーツ推進課所管分）

歳出 款項目 節 目合計額 説　　　明

歳出
10款4項12目

文化施設費
文化施設管理委託料
　12節 委託料　7,686,000円

7,686,000円 指定管理者修繕料蓄積分　7,685,459円

令和4年度　繰越明許費補正（文化・スポーツ推進課所管分）

繰
越

10款4項12目
文化施設費

文化施設管理委託料
　12節 委託料　4,510,000円

4,510,000円 ユメニティのおがた空調制御機器更新事業
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議案第 20号 

 

  

直方市教育委員会令和 5年度予算について 

 

 

直方市教育委員会令和 5年度予算について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

                     令和５年２月７日 

                   直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

提案理由 

  直方市教育委員会事務委任規則第２条第４号の規定により提案するものである。 
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（款） 3． 民生費

（項） 2． 児童福祉費 (単位：千円)

節       

目

 1 児童福祉 351,318 313,378 37,940 国庫支出金 使用料 137,295  1 報酬 4,795 会計年度任用職員報酬　２人 4,507

総務費 84,017 47,515 子ども・子育て会議委員報酬　９人 288

県支出金 負担金  3 職員手当 655 期末勤勉手当

82,418 33 等

繰入金  4 共済費 857 共済組合負担金 349

40 各種保険料 508

 7 報償費 468 報償金

 8 旅費 342 普通旅費 178

費用弁償 164

10 需用費 2,858 消耗品費 390

燃料費 46

食糧費 1

修繕料 2,421

11 役務費 2,069 通信運搬費 1,746

手数料 323

12 委託料 326,712 放課後児童健全育成事業委託料 323,347

子育て短期支援事業委託料 2,386

学童保育料収納事務委託料 39

保育料収納事務委託料 16

児童相談システム保守委託料 924

13 使用料及 351 自動車借上料 1

び賃借料 駐車場借上料 350

17 備品購入 2,956 学童保育用器具費

費

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款） 3． 民生費

（項） 2． 児童福祉費 (単位：千円)

節       

目

18 負担金補 9,139 各種研修会講習会負担金 2

助及び交 病児保育事業負担金 1,369

付金 直方市病児保育事業補助金 7,768

19 扶助費 116 病児保育等無償化給付費

 2 児童措置 1,348,741 1,369,874 △21,133 国庫支出金 負担金 418,297  8 旅費 4 普通旅費

費 786,257 83 10 需用費 462 消耗品費 461

県支出金 食糧費 1

144,104 13 使用料及 1 自動車借上料

び賃借料

19 扶助費 1,348,274 児童手当扶助費 932,655

児童扶養手当扶助費 410,585

助産施設扶助費 408

母子生活支援施設扶助費 4,626

 3 児童福祉 34,091 38,413 △4,322 国庫支出金 繰入金 24,501  1 報酬 4,377 会計年度任用職員報酬　２人

施設費 4,691 208  2 給料 13,695 一般職給　３人

県支出金  3 職員手当 7,198 扶養手当 360

4,691 等 時間外勤務手当 184

通勤手当 360

期末勤勉手当 6,294

 4 共済費 5,165 共済組合負担金 4,642

災害補償負担金 28

各種保険料 495

 7 報償費 1,081 報償金

 8 旅費 262 普通旅費 42

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款） 3． 民生費

（項） 2． 児童福祉費 (単位：千円)

節       

目

費用弁償 220

10 需用費 958 消耗品費 622

食糧費 1

修繕料 310

医薬材料費 25

11 役務費 572 通信運搬費 365

手数料 13

保険料 194

12 委託料 127 市報のおがた作成委託料 102

ファミリー・サポート・センター管理シス

テム保守委託料 25

13 使用料及 298 自動車借上料 198

び賃借料 会場借上料 100

17 備品購入 350 庁用器具費 150

費 遊具等購入費 200

18 負担金補 8 各種研修会講習会負担金

助及び交

付金

 6 保育事業 2,182,458 2,269,876 △87,418 国庫支出金 87,900 手数料 546,688  8 旅費 3 普通旅費

費 1,104,068 1 10 需用費 769 消耗品費 88

県支出金 負担金 印刷製本費 37

367,854 74,147 医薬材料費 644

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款） 3． 民生費

（項） 2． 児童福祉費 (単位：千円)

節       

目

繰入金 11 役務費 104 手数料

1,800 18 負担金補 415,140 一時預かり事業補助金 2,679

助及び交 障がい児保育事業補助金 28,609

付金 延長保育事業補助金 18,170

保育研修事業等補助金 1,500

保育体制強化事業補助金 18,000

多子世帯給食費補助金 4,482

保育士奨学金返済支援補助金 1,800

保育所整備補助金 329,850

新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助

金 4,050

保育環境改善等事業補助金 1,500

保育所等業務効率化推進事業補助金 4,500

19 扶助費 1,766,422 児童福祉施設扶助費 1,223,907

認定こども園施設型給付費 534,847

認可外保育無償化給付費 7,668

20 貸付金 20 徴収用つり銭貸付金

計 3,916,608 3,991,541 △74,933 2,578,100 87,900 123,827 1,126,781

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

 1 教育委員 3,208 3,001 207 3,208  1 報酬 2,607 教育委員報酬　４人

会費  8 旅費 265 普通旅費 73

費用弁償 192

 9 交際費 150 委員会交際費

13 使用料及 8 有料道路通行料 5

び賃借料 駐車場使用料 3

18 負担金補 178 九州地区市町村教育委員会連合会負担金 72

助及び交 福岡県市町村教育委員会連絡協議会負担金

付金 91

北九州地区市町教育委員会連絡協議会負担

金 15

 2 事務局費 213,549 206,748 6,801 県支出金 財産収入 212,393  1 報酬 7,344 会計年度任用職員報酬　４人 6,716

936 1 いじめ問題調査委員会委員報酬　４人 52

繰入金 学校規模適正化検討委員会委員報酬

218 ２０人 576

諸収入  2 給料 95,439 一般職給　２３人 87,663

1 特別職給　１人 7,776

　教育長　月　648,000円

 3 職員手当 58,221 扶養手当 3,744

等 管理職手当 2,354

時間外勤務手当 9,941

通勤手当 1,433

住居手当 834

期末勤勉手当 39,915

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

 4 共済費 33,683 共済組合負担金 32,764

災害補償負担金 159

各種保険料 760

 7 報償費 210 報償金

 8 旅費 418 普通旅費 138

費用弁償 280

10 需用費 4,913 消耗品費 2,011

燃料費 2,638

食糧費 10

修繕料 254

11 役務費 2,485 通信運搬費 2,355

手数料 95

保険料 35

12 委託料 9,957 電算システム保守点検委託料 317

基礎学力補充指導委託料 352

中学校ブロック人権教育推進事業委託料

426

学校給食費収納事務委託料 218

財務会計システム入力等事務委託料 1,815

スクールソーシャルワーカー配置業務委託

料 6,829

13 使用料及 555 有料道路通行料 3

び賃借料 駐車場使用料 2

ライセンス使用料 550

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 7 -



（款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

17 備品購入 5 図書購入費

費

18 負担金補 281 各種会議負担金 10

助及び交 全国都市教育長協議会負担金 21

付金 九州都市教育長協議会負担金 15

人権教育研究協議会補助金 161

学校保健会補助金 74

24 積立金 1 市立学校基金積立金

26 公課費 37 自動車重量税

 4 幼児教育 840,348 625,369 214,979 国庫支出金 20,700 繰入金 250,919  7 報償費 2,262 報償金 1,470

振興費 334,868 1,378 賞賜金 792

県支出金  8 旅費 3 普通旅費

232,483 10 需用費 126 消耗品費

12 委託料 712 不登園児家庭の支援事業委託料

18 負担金補 118,670 一時預かり事業（幼稚園型）補助金 17,302

助及び交 保育研修事業等補助金 700

付金 幼稚園給食費補助金 936

一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）補助金

7,632

多子世帯保育料支援補助金 7,200

新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助

金 2,100

認定こども園施設整備補助金 82,800

19 扶助費 718,575 幼稚園施設型給付費 430,600

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 8 -



（款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

認定こども園施設型給付費 245,261

認定こども園（教育）無償化給付費 6,780

私立幼稚園無償化給付費 35,934

 5 奨学金費 3,760 3,717 43 県支出金 繰入金 94  1 報酬 64 ハートフル奨学金審議会委員報酬　５人

66 3,600  7 報償費 28 報償金

 8 旅費 2 普通旅費

10 需用費 66 消耗品費

19 扶助費 3,600 ハートフル奨学金

 7 特別支援 874 330 544 874  1 報酬 52 教育支援委員報酬　４人

教育費  7 報償費 128 報償金

 8 旅費 6 普通旅費

10 需用費 106 消耗品費

17 備品購入 450 教材器具費

費

18 負担金補 132 特別支援教育後援会補助金

助及び交

付金

 9 教育研究 8,621 8,369 252 県支出金 7,376  1 報酬 2,255 会計年度任用職員報酬　１人

所費 1,245  3 職員手当 320 期末勤勉手当

等

 4 共済費 437 共済組合負担金 178

各種保険料 259

 7 報償費 3,148 報償金

 8 旅費 107 普通旅費 4

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 9 -



（款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

費用弁償 103

10 需用費 62 消耗品費

12 委託料 2,283 市報のおがた作成委託料 101

学力検査委託料 2,182

17 備品購入 1 庁用器具費

費

18 負担金補 8 教育研究所連盟負担金

助及び交

付金

10 適応指導 7,496 5,366 2,130 7,496  1 報酬 4,259 会計年度任用職員報酬　３人

教室費  3 職員手当 622 期末勤勉手当

等

 4 共済費 417 共済組合負担金 170

各種保険料 247

 8 旅費 233 普通旅費 8

費用弁償 225

10 需用費 77 消耗品費

11 役務費 26 通信運搬費

12 委託料 159 清掃委託料

17 備品購入 1,000 教材器具費

費

18 負担金補 703 施設利用負担金

助及び交

付金

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 10 -



（款）10． 教育費

（項） 1． 教育総務費 (単位：千円)

節       

目

計 1,077,856 852,900 224,956 569,598 20,700 5,198 482,360

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 11 -



（款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

 1 学校管理 143,046 138,699 4,347 使用料 140,515  7 報償費 456 賞賜金

費 1,699 10 需用費 82,388 消耗品費 6,111

諸収入 燃料費 36

832 食糧費 37

光熱水費 50,363

修繕料 25,841

11 役務費 6,110 通信運搬費 851

手数料 5,259

12 委託料 47,414 警備委託料 10,270

浄化槽管理委託料 3,111

消防設備管理委託料 1,722

電気工作物保安業務委託料 3,898

廃棄物処理委託料 120

施設管理業務委託料 2,835

プール循環浄化装置保守点検委託料 154

小学校屋外遊具点検業務委託料 218

学校用務員派遣業務委託料 24,525

グリストラップ清掃業務委託料 561

13 使用料及 1,681 土地借上料 131

び賃借料 機器借上料 1,550

15 原材料費 385 原材料費

17 備品購入 4,494 校用器具費

費

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 12 -



（款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

18 負担金補 118 各種研修会講習会負担金

助及び交

付金

 2 教育振興 209,928 193,247 16,681 国庫支出金 208,721 10 需用費 17,563 消耗品費 15,540

費 1,207 修繕料 2,022

飼料費 1

11 役務費 7,629 通信運搬費 5,481

手数料 837

保険料 1,311

12 委託料 46,479 小学校ＩＣＴ支援業務委託料 10,534

小学校データセンター運用保守委託料

5,958

小学校パソコン運用保守委託料 7,022

タブレット操作等支援業務委託料 3,344

フィルタリングソフト設定委託料 6,000

ＧＩＧＡスクール環境運用保守委託料

8,660

ファイアーウォール更新委託料 4,961

13 使用料及 44,680 機器借上料 20,273

び賃借料 ライセンス使用料 7,823

タブレット端末借上料 16,584

17 備品購入 17,184 図書購入費 3,939

費 教材器具費 13,245

19 扶助費 76,393 要保護及び準要保護児童修学旅行費 4,561

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 13 -



（款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

準要保護児童学用品費及び通学用品費

14,255

準要保護児童給食費 47,151

準要保護児童通学費 10

要保護及び準要保護児童医療費 440

要保護及び準要保護児童社会見学費 736

準要保護新入学児童学用品費 8,596

要保護及び準要保護児童自然教室費 644

 3 教育指導 110,293 110,408 △115 国庫支出金 繰入金 104,110  1 報酬 50,944 会計年度任用職員報酬　３４人 41,297

費 521 2,590 学校医等報酬　４１人 9,634

県支出金 諸収入 結核対策委員会委員報酬　２人 13

2,067 1,005  2 給料 5,686 一般職給　２人

 3 職員手当 8,173 通勤手当 300

等 住居手当 216

期末勤勉手当 7,587

義務教育等教員特別手当 70

 4 共済費 9,186 共済組合負担金 4,830

災害補償負担金 18

各種保険料 4,338

 7 報償費 4,103 報償金

 8 旅費 2,090 普通旅費 25

費用弁償 2,065

10 需用費 7,609 消耗品費 6,788

食糧費 172

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 14 -



（款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

修繕料 122

医薬材料費 527

11 役務費 958 手数料 388

保険料 570

12 委託料 15,345 警備委託料 36

就学時健康診断委託料 75

定期健康診断委託料 1,710

教職員成人病検診委託料 1,874

小学校体育科水泳学習業務委託料 7,829

文化展委託料 153

石炭記念館見学委託料 550

高取焼体験委託料 528

オンライン英会話レッスン委託料 2,590

13 使用料及 2,713 自動車借上料 2,266

び賃借料 会場借上料 346

ライセンス使用料 101

17 備品購入 200 保健備品費

費

18 負担金補 3,286 日本スポーツ振興センター負担金 2,780

助及び交 直方・宮若・鞍手地区学校警察連絡協議会

付金 負担金 26

図書館協議会等負担金 91

教科用図書採択協議会負担金 128

小学校教科等研究会補助金 61

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 15 -



（款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

直方市立小・中学校周年記念事業補助金

200

 4 学校建設 66,221 29,073 37,148 国庫支出金 51,400 9,907 12 委託料 14,743 設計委託料

費 4,914 14 工事請負 51,478 工事請負費

費 　　別紙箇所表（　Ｐ．230　　）

 5 学校給食 311,888 310,602 1,286 諸収入 138,082  1 報酬 546 会計年度任用職員報酬　３人 482

費 173,806 学校給食運営審議会委員報酬　５人 64

 2 給料 9,188 一般職給　３人

 3 職員手当 1,961 通勤手当 111

等 期末勤勉手当 1,850

 4 共済費 2,441 共済組合負担金 2,428

災害補償負担金 13

 8 旅費 26 普通旅費 5

費用弁償 21

10 需用費 193,138 消耗品費 2,920

燃料費 8,568

修繕料 2,100

賄材料費 179,550

11 役務費 1,448 手数料

12 委託料 94,940 小学校給食室生ごみ処理機保守委託料 872

小学校給食調理業務委託料 93,936

食材配送委託料 132

17 備品購入 8,200 給食備品費

費

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 16 -



（款）10． 教育費

（項） 2． 小学校費 (単位：千円)

節       

目

計 841,376 782,029 59,347 8,709 51,400 179,932 601,335

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 17 -



（款）10． 教育費

（項） 3． 中学校費 (単位：千円)

節       

目

 1 学校管理 54,102 54,402 △300 使用料 53,479  7 報償費 402 賞賜金

費 618 10 需用費 32,287 消耗品費 3,341

諸収入 燃料費 37

5 食糧費 14

光熱水費 17,064

修繕料 11,831

11 役務費 3,032 通信運搬費 474

手数料 2,558

12 委託料 16,096 警備委託料 3,591

浄化槽管理委託料 1,542

消防設備管理委託料 529

電気工作物保安業務委託料 1,361

廃棄物処理委託料 33

プール循環浄化装置保守点検委託料 99

中学校屋外遊具点検業務委託料 22

学校用務員派遣業務委託料 8,919

13 使用料及 610 土地借上料 22

び賃借料 機器借上料 588

15 原材料費 250 原材料費

17 備品購入 1,425 校用器具費

費

 2 教育振興 154,781 143,194 11,587 国庫支出金 諸収入 152,824  7 報償費 1,536 報償金

費 733 200  8 旅費 2 普通旅費

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 18 -



（款）10． 教育費

（項） 3． 中学校費 (単位：千円)

節       

目

県支出金 10 需用費 9,515 消耗品費 8,170

1,024 修繕料 1,345

11 役務費 4,023 通信運搬費 3,253

手数料 440

保険料 330

12 委託料 38,656 外国語指導業務委託料 21,120

中学校ＩＣＴ支援業務委託料 3,591

中学校データセンター運用保守委託料

2,167

中学校パソコン運用保守委託料 2,554

タブレット操作等支援業務委託料 1,188

フィルタリングソフト設定委託料 3,083

ＧＩＧＡスクール環境運用保守委託料

3,149

ファイアーウォール更新委託料 1,804

13 使用料及 24,273 会場借上料 400

び賃借料 機器借上料 13,427

ライセンス使用料 3,457

タブレット端末借上料 6,989

17 備品購入 10,268 図書購入費 2,120

費 教材器具費 8,148

18 負担金補 993 中学校体育連盟負担金 646

助及び交 中学校文化連盟負担金 47

付金 部活動出場費補助金 300

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 19 -



（款）10． 教育費

（項） 3． 中学校費 (単位：千円)

節       

目

19 扶助費 65,515 要保護及び準要保護生徒修学旅行費 10,904

準要保護生徒学用品費及び通学用品費

13,472

準要保護生徒給食費 28,194

要保護及び準要保護生徒医療費 290

準要保護新入学生徒学用品費 11,520

準要保護生徒通学費 10

要保護及び準要保護生徒宿泊訓練費 1,125

 3 教育指導 26,200 24,449 1,751 県支出金 諸収入 25,492  1 報酬 11,443 会計年度任用職員報酬　６人 7,444

費 200 508 学校医等報酬　１９人 3,986

結核対策委員会委員報酬　２人 13

 3 職員手当 1,086 期末勤勉手当

等

 4 共済費 1,452 共済組合負担金 609

各種保険料 843

 7 報償費 649 報償金 559

賞賜金 90

 8 旅費 490 普通旅費 100

費用弁償 390

10 需用費 5,210 消耗品費 2,822

食糧費 63

修繕料 100

医薬材料費 2,225

11 役務費 1,292 手数料 749

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 20 -



（款）10． 教育費

（項） 3． 中学校費 (単位：千円)

節       

目

保険料 543

12 委託料 2,080 警備委託料 20

心臓検診委託料 922

定期健康診断委託料 105

教職員成人病検診委託料 671

生徒検尿委託料 362

13 使用料及 495 自動車借上料 307

び賃借料 会場借上料 188

17 備品購入 400 教材器具費 300

費 保健備品費 100

18 負担金補 1,603 日本スポーツ振興センター負担金 1,427

助及び交 直方・宮若・鞍手地区学校警察連絡協議会

付金 負担金 18

図書館協議会等負担金 103

中学校教科等研究会補助金 55

 4 学校建設 31,629 0 31,629 23,700 7,929 14 工事請負 31,629 工事請負費

費 費 　　別紙箇所表（　Ｐ．230　　）

 5 学校給食 208,523 184,986 23,537 諸収入 110,721  1 報酬 64 学校給食運営審議会委員報酬　５人

費 97,802  8 旅費 8 普通旅費

10 需用費 99,470 消耗品費 580

修繕料 100

賄材料費 98,790

11 役務費 399 手数料

12 委託料 108,582 中学校給食調理配送等業務委託料 108,516

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 3． 中学校費 (単位：千円)

節       

目

食材配送委託料 66

計 475,235 407,031 68,204 1,957 23,700 99,133 350,445

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源

- 22 -



（款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

 1 社会教育 49,846 48,458 1,388 使用料 49,824  1 報酬 1,871 会計年度任用職員報酬　１人 1,743

総務費 22 社会教育委員報酬　５人 128

 2 給料 23,912 一般職給　６人

 3 職員手当 13,503 扶養手当 576

等 管理職手当 538

時間外勤務手当 1,301

通勤手当 622

住居手当 984

期末勤勉手当 9,482

 4 共済費 8,217 共済組合負担金 7,985

災害補償負担金 37

各種保険料 195

 8 旅費 88 普通旅費 1

費用弁償 87

10 需用費 12 消耗品費

12 委託料 2,220 水辺館管理運営委託料

13 使用料及 1 駐車場使用料

び賃借料

18 負担金補 22 福岡県社会教育委員連絡協議会負担金

助及び交

付金

 2 公民館費 14,822 14,347 475 使用料 8,738  1 報酬 77 公民館運営審議会委員報酬　６人

6,000  8 旅費 1 普通旅費

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

諸収入 10 需用費 4,239 消耗品費 516

84 光熱水費 3,111

修繕料 612

11 役務費 334 通信運搬費 183

手数料 50

保険料 101

12 委託料 9,943 清掃委託料 2,721

警備委託料 278

消防設備管理委託料 233

電気工作物保安業務委託料 472

エレベーター管理委託料 212

空調設備保守管理委託料 106

自動ドア保守管理委託料 32

防火対象物定期点検委託料 41

施設管理業務委託料 3,146

公共施設予約システム保守点検業務委託料

1,492

公共施設予約システム改修委託料 1,210

13 使用料及 15 テレビ聴視料

び賃借料

18 負担金補 119 各種研修会講習会負担金 9

助及び交 福岡県公民館連合会負担金 56

付金 視聴覚協会負担金 54

20 貸付金 85 窓口用つり銭貸付金

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

26 公課費 9 自動車重量税

 3 社会学級 8,453 8,227 226 諸収入 5,231  1 報酬 3,686 会計年度任用職員報酬　２人

費 3,222  3 職員手当 533 期末勤勉手当

等

 4 共済費 706 共済組合負担金 290

各種保険料 416

 7 報償費 3,222 報償金

 8 旅費 130 費用弁償

10 需用費 173 消耗品費 118

印刷製本費 55

13 使用料及 3 会場借上料

び賃借料

12 文化施設 176,802 169,818 6,984 使用料 176,524 12 委託料 176,783 文化施設管理委託料

費 182 13 使用料及 19 土地借上料

諸収入 び賃借料

96

13 文化振興 1,015 1,032 △17 財産収入 763  8 旅費 1 普通旅費

費 1 13 使用料及 1 駐車場使用料

繰入金 び賃借料

191 18 負担金補 952 市民文化祭負担金 500

諸収入 助及び交 こども文化パスポート事業負担金 191

60 付金 直方文化連盟補助金 151

筑豊美術協会補助金 110

24 積立金 61 文化振興基金積立金

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

14 青少年対 11,977 11,782 195 県支出金 使用料 4,994  1 報酬 3,835 会計年度任用職員報酬　２人

策費 3,503 10  3 職員手当 554 期末勤勉手当

繰入金 等

3,470  4 共済費 728 共済組合負担金 298

各種保険料 430

 7 報償費 717 報償金 150

賞賜金 567

 8 旅費 138 費用弁償

10 需用費 164 消耗品費 80

食糧費 2

光熱水費 82

11 役務費 47 通信運搬費

12 委託料 3,227 警備委託料 180

草刈委託料 154

浄化槽管理委託料 102

看板作製委託料 121

子どもの才能の芽を育む事業委託料 2,670

13 使用料及 210 会場借上料

び賃借料

18 負担金補 2,357 福岡県子ども会育成連合会負担金 10

助及び交 直方市青少年育成市民会議補助金 146

付金 直方警察署少年補導員連絡会補助金 81

直方市アンビシャス活動助成金 1,210

直方市ＰＴＡ連合会補助金 110

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

文化芸術奨学補助金 800

19 文化財費 79,436 38,526 40,910 国庫支出金 繰入金 20,015  1 報酬 8,145 会計年度任用職員報酬　１５人 7,914

5,031 2,304 文化財専門委員報酬　８人 154

県支出金 諸収入 文化財等に関する有識者委員会委員報酬　

728 51,358 ４人 77

 2 給料 3,315 一般職給　１人

 3 職員手当 4,338 扶養手当 318

等 時間外勤務手当 712

通勤手当 120

住居手当 336

期末勤勉手当 2,852

 4 共済費 1,657 共済組合負担金 1,358

災害補償負担金 7

各種保険料 292

 7 報償費 396 報償金

 8 旅費 1,177 普通旅費 7

費用弁償 1,170

10 需用費 30,749 消耗品費 303

印刷製本費 148

光熱水費 243

修繕料 30,055

11 役務費 170 通信運搬費 70

手数料 100

12 委託料 23,727 設計委託料 9,334

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 4． 社会教育費 (単位：千円)

節       

目

警備委託料 222

草刈委託料 147

浄化槽管理委託料 52

水町遺跡公園管理委託料 1,005

調査業務委託料 11,641

空中写真撮影業務委託料 520

文化財運搬委託料 806

13 使用料及 4,050 会場借上料 17

び賃借料 器具借上料 618

重機借上料 3,352

駐車場使用料 3

電算機使用料 60

17 備品購入 92 機械器具費

費

18 負担金補 1,620 福岡県市町村文化財保存整備協議会負担金

助及び交 20

付金 伝統文化振興事業補助金 600

東蓮寺藩成立４００年記念事業補助金

1,000

計 342,351 292,190 50,161 9,262 67,000 266,089

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 5． 保健体育費 (単位：千円)

節       

目

 1 保健体育 53,749 50,672 3,077 使用料 42,905  1 報酬 24,970 会計年度任用職員報酬　１４人 23,547

総務費 10,005 スポーツ推進審議会委員報酬　８人 392

財産収入 スポーツ推進委員報酬　２３人 1,031

1  2 給料 7,595 一般職給　２人

繰入金  3 職員手当 7,750 扶養手当 420

528 等 時間外勤務手当 634

諸収入 通勤手当 101

310 期末勤勉手当 6,595

 4 共済費 6,528 共済組合負担金 4,069

災害補償負担金 18

各種保険料 2,441

 8 旅費 1,010 普通旅費 24

費用弁償 986

10 需用費 233 消耗品費 232

医薬材料費 1

11 役務費 118 手数料 1

保険料 117

12 委託料 5,279 市報のおがた作成委託料 101

スポーツ教室委託料 403

パンフレット作成業務委託料 468

スポーツ推進事業管理業務委託料 4,307

18 負担金補 265 福岡県スポーツ推進委員協議会負担金 50

助及び交 直鞍一周駅伝大会負担金 60

付金 北部地区スポーツ推進委員協議会負担金 23

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 5． 保健体育費 (単位：千円)

節       

目

全国スポーツ推進委員協議会負担金 12

社会教育活動費補助金 120

24 積立金 1 体育施設整備基金積立金

 2 体育施設 28,806 40,741 △11,935 使用料 19,925 10 需用費 8,854 消耗品費 318

費 7,579 光熱水費 5,332

諸収入 修繕料 3,204

1,302 11 役務費 1,787 通信運搬費 448

手数料 1,299

保険料 40

12 委託料 12,126 清掃委託料 2,859

警備委託料 902

浄化槽管理委託料 1,137

消防設備管理委託料 355

電気工作物保安業務委託料 759

植木剪定及び草刈委託料 809

自動ドア保守管理委託料 50

防火対象物定期点検委託料 81

体育施設管理業務委託料 4,651

除草剤散布業務委託料 523

13 使用料及 444 器具借上料 415

び賃借料 テレビ聴視料 29

17 備品購入 828 体育備品費

費

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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（款）10． 教育費

（項） 5． 保健体育費 (単位：千円)

節       

目

18 負担金補 4,710 各種研修会講習会負担金 36

助及び交 公共下水道受益者負担金 4,674

付金

20 貸付金 40 使用料つり銭貸付金

26 公課費 17 自動車重量税

計 82,555 91,413 △8,858 19,725 62,830

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般 財源
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8款  6項  1目（住宅管理費）

番号

1 市営住宅防水改修工事 頓 野 市 営 住 宅 屋上防水改修 6棟 露出断熱アスファルト防水 478㎡

2 市営住宅防水改修工事 頓 野 市 営 住 宅 屋上防水改修 7棟 露出断熱アスファルト防水 636㎡

3 市営住宅防水改修工事 頓 野 市 営 住 宅 屋上防水改修 8棟 露出断熱アスファルト防水 435㎡

4 市営住宅防水改修工事 頓 野 市 営 住 宅 屋上防水改修 9棟 露出断熱アスファルト防水 636㎡

5 市営住宅解体工事 中泉犬田市営住宅 CB造2階建解体1棟5戸×2棟 432㎡

6 市営住宅解体工事 山部打向市営住宅 CB造2階建解体1棟5戸×1棟、1棟6戸×1棟 475㎡

7 住宅管理用地内急傾斜地改修工事 山 部 工事長　50ｍ　法面補強工事　800㎡

8 住宅管理用地内法面改修工事 山 部 工事長　70ｍ　法面補強工事　800㎡

8款　7項　1目（公園管理費）

1 パークゴルフ場散水設備改修工事 植木桜づつみ公園 散水設備機器費　1式　　据付工　　　1式

2 トイレ新設工事 頓 野 公 園 トイレ設置工　　1式　　排水設備工　1式

3 上境子ども広場整備工事 上 境 遊具設置工　　　1式　　施設設置工　1式　

9款  1項  3目（消防施設費）

1 庁舎外部改修工事 直 方 市 消 防 庁 舎 消防庁舎北側外壁改修及び屋根防水、訓練塔鉄骨修繕工事一式

2 直方市消防団第7分団第1部格納庫建替工事 植 木
鉄骨造平屋建　延床面積　90㎡
格納庫解体工事　一式　　格納庫新築工事　一式　　電気・設備工事　一式

10款　2項  4目（学校建設費）

1 体育館トイレ改修工事 感 田 小 学 校 トイレ改修　28.1㎡　公共下水道接続

2 校舎屋上防水改修工事 直 方 南 小 学 校 屋上防水改修　　アスファルトシート防水　487.6㎡　ウレタン塗膜防水　28㎡

10款　3項  4目（学校建設費）

1 校舎屋上防水改修工事 直 方 第 三 中 学 校 屋上防水改修　　アスファルトシート防水　616.6㎡　ウレタン塗膜防水　37.6㎡

箇 所工 種 工 事 概 要

- 32 -



 

 

 

議案第 21 号 

 

 

 

 

  直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について、別紙の 

とおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 5年 2月 7日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 
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直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則 

 

直方市児童生徒就学援助規則（平成19年直方市教育委員会規則第9号）の一部を

次のように改正する。 

別表中「51,060円」を「54,060円」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

新 旧 

別表(第8条関係) 別表(第8条関係) 

費目名 学校種別 学年 金額 

1 学用品費及び

通学用品費 

小学校 1 (月額)1,100円

2～6 (月額)1,290円

中学校 1 (年額)25,040円

2～3 (年額)27,310円

2 新入学児童生

徒学用品費 

小学校 1 54,060円

中学校 1 60,000円

3 修学旅行費 小学校 6 22,690円

中学校 2 60,910円

4 社会見学旅行

費 

小学校 4～5 2,090円

5 自然教室費 小学校 5 4,000円

6 ふれあい学級

宿泊訓練費 

中学校 1 6,210円

7 学校給食費 小学校 1～6 直方市学校給食費の管理に関

する条例施行規則(令和3年直

方市規則第50号)第9条に定め

る額 

中学校 1～3 直方市学校給食費の管理に関

する条例施行規則第10条に定

める額 

8 医療費 小学校 該当児童生徒が在籍する学校におい

て受診した健康診断において診断さ中学校 

費目名 学校種別 学年 金額 

1 学用品費及び

通学用品費 

小学校 1 (月額)1,100円

2～6 (月額)1,290円

中学校 1 (年額)25,040円

2～3 (年額)27,310円

2 新入学児童生

徒学用品費 

小学校 1 51,060円

中学校 1 60,000円

3 修学旅行費 小学校 6 22,690円

中学校 2 60,910円

4 社会見学旅行

費 

小学校 4～5 2,090円

5 自然教室費 小学校 5 4,000円

6 ふれあい学級

宿泊訓練費 

中学校 1 6,210円

7 学校給食費 小学校 1～6 直方市学校給食費の管理に関

する条例施行規則(令和3年直

方市規則第50号)第9条に定め

る額 

中学校 1～3 直方市学校給食費の管理に関

する条例施行規則第10条に定

める額 

8 医療費 小学校 該当児童生徒が在籍する学校におい

て受診した健康診断において診断さ中学校 
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れた学校保健安全法(昭和33年法律第

56号)第24条に規定する政令で定めた

疾病について、診療報酬を基準として

算定した医療費総額から健康保険等

が負担すべき額を控除した自己負担

相当額 

9 通学費 小学校 1～6 実費 

中学校 1～3 
 

れた学校保健安全法(昭和33年法律第

56号)第24条に規定する政令で定めた

疾病について、診療報酬を基準として

算定した医療費総額から健康保険等

が負担すべき額を控除した自己負担

相当額 

9 通学費 小学校 1～6 実費 

中学校 1～3 
 

備考 備考 

1 新入学児童生徒学用品費は、該当年度の4月末日までに申

請した被援助保護者に対してのみ支給する。 

1 新入学児童生徒学用品費は、該当年度の4月末日までに申

請した被援助保護者に対してのみ支給する。 

2 修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費及びふれあい学

級宿泊訓練費について、欠席に伴うキャンセル料が生じた場

合には、その実費を上限として給付を行う。 

2 修学旅行費、社会見学旅行費、自然教室費及びふれあい学

級宿泊訓練費について、欠席に伴うキャンセル料が生じた場

合には、その実費を上限として給付を行う。 

3 医療費は、有効期間を健康診断実施日以降8月末日までと

する医療券を配布し、現物給付を行う。9月以降翌年3月まで

については、原則として、医療費の給付は行わない。 

3 医療費は、有効期間を健康診断実施日以降8月末日までと

する医療券を配布し、現物給付を行う。9月以降翌年3月まで

については、原則として、医療費の給付は行わない。 

4 通学費は、直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定めら

れた通学区域の小中学校に在籍する支給対象児童生徒のう

ち、児童については片道4キロメートル、生徒については片

道6キロメートル以上の通学距離で、最も経済的な通常の通

学経路及び方法で、旅客運賃を徴する公共交通機関で通学し

ている場合に限る。ただし、特別支援学級に在籍する支給対

象児童生徒については、通学区域及び通学距離を問わない。 

4 通学費は、直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定めら

れた通学区域の小中学校に在籍する支給対象児童生徒のう

ち、児童については片道4キロメートル、生徒については片

道6キロメートル以上の通学距離で、最も経済的な通常の通

学経路及び方法で、旅客運賃を徴する公共交通機関で通学し

ている場合に限る。ただし、特別支援学級に在籍する支給対

象児童生徒については、通学区域及び通学距離を問わない。 
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議案第 22 号 

 

 

 

 

直方市教育委員会事業後援取扱い要綱の一部を改正する 

告示について 

 

 

 

直方市教育委員会事業後援取扱い要綱の一部を改正する告示について、

別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 5年 2月 7日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 
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直方市教育委員会事業後援取扱い要綱の一部を改正する告示 

 

直方市教育委員会事業後援取扱い要綱（令和3年直方市教育委員会告示第10号）

の一部を次のように改正する。 

第4条第1号中「教育」の次に「（学術、社会教育、生涯学習、文化・スポーツ

の推進等）」を加え、同条第4号中「営利」の次に「、商業宣伝又は団員・会員募

集」を加え、同条中第11号を第12号とし、第5号から第10号までを1号ずつ繰り下

げ、第4号の次に次の1号を加える。 

(5) 実施日や実施期間が明確に定められている事業であること。 

 

附 則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。 
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直方市教育委員会事業後援取扱い要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(後援の決定基準) (後援の決定基準) 

第4条 委員会は、後援を受けようとする事業が、次の各号のいず

れにも該当すると認めるときは、後援の決定をするものとする。 

第4条 委員会は、後援を受けようとする事業が、次の各号のいず

れにも該当すると認めるときは、後援の決定をするものとする。 

(1) 委員会の施策の推進に寄与する事業であること又は教育

(学術、社会教育、生涯学習、文化・スポーツの推進等)効果

があることが認められる事業であること。 

(1) 委員会の施策の推進に寄与する事業であること又は教育 

                                                 効果

があることが認められる事業であること。 

(2)・(3) 省略 (2)・(3) 省略 

(4) 営利、商業宣伝又は団員・会員募集を主たる目的としない

事業であること。 

(4) 営利                              を主たる目的とし

ない事業であること。 

(5) 実施日や実施期間が明確に定められている事業であるこ

と。 

（新設） 

(6) 省略 (5) 省略 

(7) 省略 (6) 省略 

(8) 省略 (7) 省略 

(9) 省略 (8) 省略 

(10) 省略 (9) 省略 

(11) 省略 (10) 省略 

(12) 省略 (11) 省略 
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議案第 23 号 

 

 

 

直方市文化財専門委員会委員の委嘱について  

 

 

 

 

直方市文化財専門委員会委員の委嘱について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和 5年 2月 7日 

             直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司    

 

 

 

 

提案理由 

直方市教育委員会事務委任規則第2条第1項第10号の規定により提案

するものである。 
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直 方 市 文 化 財 専 門 委 員 会 委 員 候 補 者 名 簿（案）

定数　10名

選出区分 氏     名 団体 専門

学識経験者 上川 久美子 直方第一中学校教諭 学校教育

学識経験者 榊　正澄
とおれんじ
郷土研究会

近世・近代史

学識経験者 嶋田　光一
現飯塚市歴史資料館長
元飯塚市文化財課長

考古学

学識経験者 末松 登志子 古高取を伝える会 高取焼

学識経験者 長谷川 富恵 元鞍手町歴史民俗博物館学芸員
古文書
民俗

学識経験者 宮原　隆次 陶芸家 陶磁史

学識経験者 八尋　孝司 石炭記念館長 石炭史

任期2年（令和5年3月29日から令和7年3月28日まで）
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令和５年度 

 

直方市教育施策要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直方市教育委員会 

 



  

教育を取巻く状況 

  

世界は今、グローバル化や人工知能、情報通信技術などの加速度的

な進展により、これまでの固定観念は根底から覆され、今後の社会の

変化は予想することも困難なものとなっています。今後の社会は、こ

れまでの社会の延長線上にはないものと認識する必要があります。  

 また我が国においては、人口減少や少子・高齢化、労働力の確保や

地域経済の衰退など多くの社会的課題が重なり、閉塞感が漂っていま

す。本市も例外ではありません。これらの課題への対応や解決はこれ

までの考え方や手法では不可能です。これからの地方自治体には、慣

習や常識にとらわれない、新たなビジョンや戦略が求められます。  

 その重要な戦略の柱の一つが、「人づくり」だと考えます。未来を見

据え、自らの人生を切り拓き、よりよく自己実現を果たす力を持つ人

づくりが、直方市の未来を切り拓いていく力となるものと確信します。

そこで、これまでの手法や慣習にとらわれない教育の改革、そのため

の投資が必要になります。  

 21世紀の社会をたくましく生き抜く子どもを育てるための教育環境、

そして子育て環境の充実、また個人がよりよく自己実現を果たすため

の生涯学習社会の構築など、本市の発展に向けた様々な施策を推進す

る必要があると考えています。  

 何もかも新しいことを目指すということではありません。研ぎ澄ま

された感覚で時代の変化を敏感に察知し、変わるべきものと、どのよ

うに時代が変わろうとも変わらないものを見極めることも重要です。  

 そこで、これからの本市の教育の方向性と方針を指し示す「直方市  

教育大綱」を定めました。  

 まず、全体を貫く大きなテーマは「未来を拓く」です。これから大

きく変化し続けていく新しい時代にあって、たくましく生き抜く力を

持つ人づくりを進め、直方市民と直方市の未来を切り拓いていきたい

と考えています。 

 このテーマのもと、「めざす市民像」そして「基本方針」を定めてい

ます。 

そして、この教育大綱が今後実際に取り組む「直方市教育施策」へ

と繋がっていきます。  
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～新しい時代をたくましく生き抜く人づくり～ 

めざす市民像 

 

○主体的に学び続け、創造的な発想で未来を拓く市民  

 

○多様な価値観を尊重し、異なる文化に生きる人たちと協働して未来

を拓く市民  

 

○自立した人間として、自身の可能性を信じ、未来を拓く市民  

 

基本方針 

 

１．時代の変化を見据えた教育への変革と推進  

正解のない問いや自ら設定した課題に挑戦すること、さらには、

学問分野を超えて、知識をさまざまな状況の中で創造的に活用でき

る力を育成する教育を目指します。  

 

２．可能性を引き出し、才能を伸ばす教育の推進  

確かな学力、豊かな人間性、健康な体と体力を育むとともに、個

人の可能性を最大限ひきだす教育を目指します。  

 

３．文化を尊重し、国際性と豊かなコミュニケーション力を育む教育の  

推進 

郷土の歴史と文化に対して誇りと愛着を持つとともに、異なる文

化を尊重する市民を育成します。  

 

４．すべての人の幸せをかなえる教育の推進  

自分の可能性を信じ、夢に向かって一生懸命努力する市民を、温

かく応援する教育を目指します。  

 

５．よりよい自己実現をめざし、生涯学び続ける力を育む教育の推進  

だれもが、いつでも、どこでも学びつづけることができる環境づ

くりを進めます。  

直方市教育大綱  
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主要施策体系 

主要施策名 取組・事業の内容 ページ 

1.確かな学力の育成(学力

の向上) 

①授業改善 

②基礎学力の定着、補充学習等の推進 

③グローバル化に対応した教育の推進 

④ＩＣＴ機器を活用した学習・指導方法の改善 

5～6 

2. 豊かな心の育成 ①道徳科の授業改善・充実 

②体験活動等の推進 

③人権教育の推進 

④いじめや不登校の対応 

⑤キャリア教育の推進 

7～8 

3.健やかな体の育成 ①体力や運動能力を向上させる取組 

②健康教育・安全教育の推進 

③学校給食の充実による食育の推進 

9～10 

4.特別支援教育の充実 ①継続性のある指導支援の充実 

②就学前における支援の充実 

③安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

④専門性の向上と支援体制の整備 

11～12 

5.信頼される学校づくり

の推進 

①教職員研修の改善・充実 

②学校運営・評価システムの充実 

③地域住民等と連携した教育活動の推進 

④安全対策の推進 

⑤学校事務の効率化とＤＸの推進 

13～14 

6.教育環境の整備・充実 ①学校施設の整備・充実 

②ＩＣＴ環境の整備推進 

③学校規模適正化の推進 

15 

7.幼児教育の充実 ①巡回相談の実施 

②各園訪問や研修会の実施 

16 

8.保育環境の整備 ①保育関連施設の整備 

②保育所等へのＩＣＴの推進事業の実施 

③幼稚園入園手続きの電子申請導入の検討 

④保育士確保事業 

⑤学童クラブ施設の整備 

17 

9.家庭教育・家庭支援の充

実 

①3歳児を対象とした絵本配布事業 

②子育て支援センターの事業拡充 

③子育てガイドの発行 

④多世代交流の実施 

18 
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10.社会教育活動の促進 ①中央公民館主催講座の充実 

②地域の高齢者による学習支援 

③社会教育団体の活動支援 

19 

11.文化施設の振興 ①指定管理者と連携した特色を活かした文化施

設の活用と運営 

②文化施設間の連携強化 

③市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実 

20 

12.スポーツの振興 ①各団体及び庁内関係課と連携したスポーツ活

動の促進 

②学校や地域と連携を図った事業の実施 

21 

13.青少年の健全育成と交

流体験活動事業の充実 

①青少年の体験活動・世代間交流事業の実施 

②子どもの才能の芽を育む事業の実施 

22 

14.文化財の保護と学習機

会の充実 

①国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向け

た取り組みの推進 

②郷土資料室の充実 

③故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実 

23 
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主要施策 1 

1 主要施策名 確かな学力の育成(学力の向上) 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付け、思考力・判断力・表

現力を持つ子どもを育成するための授業改善を推進する。 

②基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるための取り組みを推

進する。 

③グローバル化に対応した英語でのコミュニケーション能力を育成す

るため、英語教育に対応した指導体制の整備、発表や体験の場を設

定する。 

④ＩＣＴ機器を活用した学習・指導方法の改善を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①授業改善 

○「のおがた授業モデル」を活用した取組の充実 

○「直方市ふくおか学力アップ推進事業」の充実 

○習熟度別少人数指導や補充学習の充実 

 

②基礎学力の定着、補充学習等の推進 

○徹底反復学習の取組の充実 

(小学校において徹底反復学習を推進し学習の土台である集中力

を高める) 

○学習支援員の配置による補充学習の充実 

学習ボランティア、放課後学習、図書館支援員の活用 

 

③グローバル化に対応した教育の推進 

○外国語指導助手(ＡＬＴ)の配置と活用促進 

○「小学生英語ひろば」の実施 

○「直方市英語発表会」の実施 

○中学校全学年での英検 IBAの実施 

○小学校 6年生でのオンライン英会話の実施 

 

④ＩＣＴ機器を活用した学習・指導方法の改善 

○タブレット、電子黒板等ＩＣＴ機器の効果的な活用 

○教科指導における、デジタル教科書等アプリケーションの活用の

促進 

○学習支援ソフト(ロイロノート、ｅライブラリー等)の活用の 

 推進 

○プログラミング教育の推進 

○ＩＣＴ支援員の活用 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①授業改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②基礎学力の

定着、補充学

習等の推進 

 

 

③グローバル

化に対応し

た教育の推

進 

 

④ＩＣＴ機器

を活用した

学習・指導方

法の改善 

直方市標準学力調査（小学校）国語・

算数で全国平均値の 95％ 

 

直方版授業チェックリストの 13 項

目すべての評価値(児童生徒・教師)

が 4段階評価の 3を上回る 

※ 調査対象 小学校 5年生 

中学校 2年生 

       全担任 

 

全国学力学習状況調査(小中学校) 

すべての教科で全国平均値の 95％ 

 

 

 

英検 IBAの結果(中学校) 

3年生 英検 3級 5割以上 

 

 

 

プロジェクトチームによるICT機器

を活用した未来型授業公開 

 

ICT機器、学習支援ソフトの活用 

・電子黒板の活用 

・タブレットの活用 

・ロイロノートの活用 

・Eライブラリーの活用 

 

国語該当なし 

算数 3学年 

 

 

小 3.18 

中 3.31 

小担任 2.7 

中担任 2.8 

 

 

小国語 91％ 

算数 93％ 

中国語 95％ 

算数 89％ 

 

英検 3級 30％ 

 

 

 

 

年 2回 

 

 

 

常時/時々活用の割合が 40% 

常時活用の割合 40％ 

 

常時活用の割合 20％ 

 

国・算 

全学年 

 

 

小  3.5 

中 3.5 

小担任 3.0 

中担任 3.0 

 

 

小国語 95％ 

算数 95％ 

中国語 95％ 

算数 95％ 

 

英検 3級 40％ 

 

 

 

 

年 3回 

 

 

 

常時/時々活用の割合が 60% 

常時活用の割合 60％ 

 

常時活用の割合 50％ 
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主要施策 2 

1 主要施策名 豊かな心の育成 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①子どもたちが自ら考え、議論する道徳科授業への改善・充実を図る。 

②自然体験活動、地域の歴史や文化に学ぶ活動などを通して心の教育

の充実を図る。 

③人権尊重の精神の育成及び学力と進路の保障を目指して、学校教育

全体を通して人権教育を推進する。 

④いじめ、不登校の未然防止・早期発見・早期対応のための体制整備

と一人一人に応じたきめ細かな指導や相談等が実施できるよう環境

整備に努める。 

⑤子どもの発達段階に応じた勤労観、職業観を育み、自立した生き方

を考え、進路実現のためのキャリア教育を推進する。 

4 取組・事業の

内容 

①道徳科の授業改善・充実 

○道徳教育推進教員の養成と道徳教育の充実 

○道徳科学習指導の充実 

 

②体験活動等の推進 

○自然や職業、文化、芸術等に関わる体験活動の推進 

  （自然教室、石炭記念館・汽車クラブ見学、髙取焼体験学習等） 

 

③人権教育の推進 

○直方市中学校ブロック人権教育推進事業の推進 

○人権教育学習教材集「あおぞら」「あおぞら２」、同和教育副読本

「かがやき」の効果的な活用推進 

○児童生徒の発達段階に応じた平和に関する学習の推進 

 

④いじめや不登校への対応 

○「直方市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方針」

に基づく指導及び対応の徹底 

○不登校兆候等、配慮を要する児童生徒の情報収集及び連絡調整、

指導・助言 

○行政機関や教育機関との連携 

○直方市学校適応指導教室（フレンズ）の運営 

○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用促進 

 

⑤キャリア教育の推進 

○小中学校における職業学習（夢授業等）実施のため、地域、企業、

関係機関、団体の関係者等との連携強化 

○キャリアパスポートの活用の支援 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①道徳科の授

業改善の推

進 

 

②体験活動等

の推進 

 

 

 

 

③人権教育の

推進 

 

④いじめや不

登校への対

応 

 

⑤キャリア教

育の推進 

 

小中合同による授業研修会を実施 

 

 

 

各学年の実態に応じた体験活動 

心の劇場、高取焼体験、自然教室、

石炭記念館・汽車倶楽部見学、大相

撲観戦、子ども音楽祭、英語発表会、

職場体験 

 

各学校人権教育研修会の実施 

 

 

不登校児童生徒の割合 

 

 

 

職場体験の実施(夢授業) 

 

 

各中校区で実

施 

 

 

コロナ禍にお

いてできる学

校のみ実施 

 

 

 

実施率 100％ 

 

 

小学校 1.2％ 

中学校 7.4％ 

 

 

1回 

 

 

各中学校区で

実施 

 

 

すべて実施 

 

 

 

 

 

実施率 100％ 

 

 

小学校 1.0％ 

中学校 7.0％ 

 

 

1回 
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主要施策 3 

1 主要施策名 健やかな体の育成 

2 担当課 学校教育課、教育総務課 

3 取組・事業の

目標 

①運動に慣れ親しみ、習慣化させることで体力や運動能力を向上させ

る教育活動を推進する。 

②生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるように食育や薬

物乱用防止教育等の健康教育を推進する。 

③学校給食を充実させることにより食に関心を持ってもらい、望まし

い食習慣と食に関する実践力を身に着ける。 

4 取組・事業の

内容 

①体力や運動能力を向上させる取組 

○新体力テストの実施 

(小・中学校、高等学校連携授業による取組の充実) 

○スポコン広場等の積極的活用 

 

②健康教育・安全教育の推進 

○栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭等と連携して行う食育の推 

 進 

○規範意識育成のための指導の充実（薬物乱用防止、ネットモラル

育成等） 

○安全教育・防災教育の実施（交通安全、救急救命、火災対応地震

対応、事故対応等） 

 

③学校給食の充実による食育の推進 

○「早寝・早起き・朝ごはん運動」等の生活習慣の確立に向けた取

組の充実（小中学校） 

○調理員研修会による調理技術向上の推進（小学校） 

○農業振興課と連携した地元農産物活用の推進（小中学校） 

○献立内容の放送の充実（小中学校） 

○献立委員会によるメニュー改善（中学校） 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①運動やスポ

ーツをする

習慣を定着

させる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

②健康教育・

安全教育の

推進 

 

 

 

 

 

 

 

③学校給食の

充実による

食育の推進 

 

新体力テスト（小 5、中 2） 

各種目全国平均値以上 

 

 

 

 

 

スポコン広場チャレンジランキン

グゾーンへの登録 

 

部活動外部指導者数 

 

「食に関する指導」を位置付け 

 

火災・地震・不審者・水害等の避難

訓練の実施 

 

 

交通安全教室の実施 

 

情報モラル教育の実施 

 

毎日朝ごはんを食べる割合 

・小学校 

・中学校 

中学校給食残食率（主食+おかず） 

コロナ禍にお

いて、各学校で

できる範囲で

実施(全国平均

との比較不可

能) 

 

11校 

 

 

12名 

 

15校実施 

 

全小中学校 2回

以上実施 

 

中止 

 

15校実施 

 

 

 

80.4％ 

76.6％ 

16.0％ 

全種目で全国

平均値以上 

(全 8種目) 

 

 

 

 

11校 

 

 

14名 

 

15校実施 

 

全小中学校 2回

以上実施 

 

11小学校 

 

15校実施 

 

 

 

90.0％ 

80.0％ 

15.0％ 

 

  

- 10 -



主要施策 4 

1 主要施策名 特別支援教育の充実 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①特別な支援を必要とする児童生徒の自立と社会参加を目指し、一貫

した継続性のある指導支援の充実を図る。 

②幼児の実態と教育的ニーズに対して、適切な学習環境を提供するた

めの支援を充実させる。 

③特別な支援を必要とする児童生徒が、安全・安心かつ効果的に学べ

る教育環境の整備を推進する。 

④特別な支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じた指導・支

援を行うため、教職員の専門性向上と支援体制の整備を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①継続性のある指導支援の充実 

○発達障がい児等教育支援事業の実施 

  （市配置臨床心理士による巡回教育相談、理解・啓発を図るパン

フレット等の配布） 

○家庭及び福祉機関との連携の強化 

 

②就学前における支援の充実 

○就学に向けた相談活動・支援の充実 

○保育園・幼稚園・児童発達支援センター等への訪問実施 

 

③安全・安心かつ効果的に学べる環境整備 

○特別な支援を要する児童生徒の実態に対応した合理的配慮の 

提供 

○特別支援教育支援員の配置 

○通級指導教室の充実 

 

④専門性の向上と支援体制の整備 

○特別支援教育研修会（対象：担任、コーディネーター、特別支援教

育支援員）の実施 

○特別支援教育担当者研修会の開催 

○特別支援学校との連携 

○スクールカウンセラーの活用 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①継続性のあ

る指導支援

の充実 

 

②就学前にお

ける支援の

充実 

 

③安全・安心

かつ効果的

に学べる環

境整備 

 

④専門性の向

上と支援体

制の整備 

臨床心理士による発達相談の実施 

 

 

 

臨床心理士による就学相談の実施 

 

 

 

児童生徒の実態に応じた支援員の

配置 

 

 

 

就学事務担当者、、特別支援学級担

当者、特別支援教育支援員研修会の

実施 

124件 

 

 

 

176件 

 

 

 

34名の配置 

 

 

 

 

2回 

100件 

 

 

 

100件 

 

 

 

35名の配置 

 

 

 

 

3回 
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主要施策 5 

1 主要施策名 信頼される学校づくりの推進 

2 担当課 学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①学校の教育力を高めるために、教職員の資質や指導力を高める研修

や支援体制の充実に努める。 

②学校運営の評価をもとに教育活動の充実を図る。 

③コミュニティ・スクール等を活用し、地域住民等と連携した教育活

動の推進を図る。 

④児童生徒の安全教育の充実を図るとともに、地域や関係機関・団体

との連携を密にした安全対策を推進する。 

⑤デジタル技術を活用することにより学校事務の効率化を図るととも

に、出欠連絡等の保護者の負担軽減を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①教職員研修の充実  

○小中一貫教育推進のための研修会の充実 

○教育委員会指定研究委嘱校への指導・支援 

○管理職研修会、若年教職員研修会等の充実 

○「直方市小中学校教科等研究会」及び「自主的研修」の支援 

○教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援 

 

②学校運営・評価システムの充実 

○学校評議員制度の充実及び学校の「自己評価」「関係者評価」 

の公表・報告の推進 

○学校評価を活用した保護者や地域の信頼に応える学校づくりの推 

 進 

 

③地域住民等と連携した教育活動の推進  

○コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進 

○「ふれあい交流事業」や地域住民等を活用した学習指導の支援 

○地域人材や学生を活用した教育活動や補充学習の拡充 

○開かれた学校づくりを目指す「特色ある教育活動」の推進 

 

④安全対策の推進 

○関係機関（警察、消防署、市関係部署）や地域団体等との連携強化 

○「学校危機管理マニュアル」の具体化と職員への浸透・徹底 

○通学路の安全点検及び整備促進 

○感染症対策の浸透・徹底 

 

⑤学校事務の効率化とＤＸの推進 

 学校と家庭のＤＸの推進 

○出欠等のやり取り、学級通信等のメール配信 

○学力や健康診断等のデータの管理における統合システムの導入 
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指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①教職員研修

の改善・充実 

 

②学校運営・評

価システム

の充実 

 

 

③地域住民等

と連携した

教育活動の

推進 

 

④安全対策の

推進 

 

⑤ＤＸの推進

と学校事務

の効率化 

教育論文の応募数 20点以上 

（各学校 1点以上） 

 

自己評価・関係者評価の実施と公表 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールの指定 

 

 

 

 

地域・保護者と連携した通学路安全

点検の実施 

 

欠席連絡、学校通信等メール配信活

用率 

15点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

公表 100% 

 

5校 

 

 

 

 

実施率 100% 

 

 

 0% 

 

20点 

 

 

自己評価 

関係者評価 

実施 100% 

 公表 100% 

 

6校 

 

 

 

 

実施率 100% 

 

 

90% 
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主要施策 6 

1 主要施策名 教育環境の整備・充実 

2 担当課 教育総務課、学校教育課 

3 取組・事業の

目標 

①学校規模適正化方針の検討と整合を図りながら、老朽化した学校施

設の改善整備を行う。 

②ＩＣＴ環境の整備を推進する。 

③諮問委員会を設置し、学校規模適正化の検討を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①学校施設の整備・充実 

 ○トイレ快適化事業 

 ・感田小学校体育館トイレの水洗化、洋式化工事 

 ・上頓野小学校トイレ洋式化実施設計 

 ・直方東小学校トイレ洋式化実施設計 

・下境小学校トイレ洋式化実施設計 

 

②ＩＣＴ環境の整備推進 

 ・特別教室のネットワーク環境整備 

 ・電子黒板の各クラス１台配備の推進 

 

③学校規模適正化の推進 

 ・中学校区説明会の実施 

 ・附属機関の設置、検討、諮問、方針決定 

 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①学校施設の

整備充実 

 

②ICT環境の整

備推進 

 

③学校規模適

正化の検討 

小中学校のトイレの洋式化率 

 

 

電子黒板のクラス配備率 

 

 

学校規模適正化の諮問会議の実施 

 

49.2% 

 

 

50.0% 

 

 

― 

56.0% 

 

 

60.0% 

 

 

方針決定 
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主要施策 7 

1 主要施策名 幼児教育の充実 

2 担当課 こども育成課 

3 取組・事業の

目標 

①発達に支援が必要な子供に乳幼児期から学齢期まで一貫した支援を

行うために、専門家が保育現場へ巡回相談を行う。ひいては児童の

自立と社会への支援を推進する。 

②保育の質の向上のため園との連携を強化し、専門家による現地指導

や研修会等を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①巡回相談の実施 

現場の保育士を支援するため、保育所等で保健師及び臨床心理士

が保育現場を訪問、対応策の指導を実施 

 

②各園訪問や研修会の実施 

○保育所、幼稚園、認定こども園の訪問を実施 

○保育士を対象とした研修会の実施 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①巡回相談の

実施 

 

②各園訪問や

研修会の実

施 

巡回相談実施回数 

 

 

保育所、幼稚園、認定こども園の訪

問回数 

 

研修会の実施回数 

17回 

 

 

0回 

 

 

0回 

30回 

 

 

10回 

 

 

2回 
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主要施策 8 

1 主要施策名 保育環境の整備 

2 担当課 こども育成課 

3 取組・事業の

目標 

①老朽化した保育施設の改修を行うことにより、乳幼児の保育環境や

働く保育士の職場環境の改善を行う。 

②保育士が安心して保育業務に集中できるために、ＩＣＴの導入によ

り保育士が受け持つ事務負担の軽減を図る。 

③幼稚園入園手続きの電子申請を導入することにより、園や保護者の

負担軽減を図る。 

④待機児童解消や保育士の職場環境の改善を図るため、保育士の確保

事業を行う。 

⑤老朽化した学童クラブの改修により、学童の保育環境改善を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①保育関連施設の整備 

 

②保育所等へのＩＣＴ導入の推進 

 

③幼稚園入園手続きの電子申請導入の検討 

 

④保育士確保事業 

・合同就職説明会の実施 

・奨学金返済支援制度の充実 

 

⑤学童クラブ施設の整備 

  

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①保育関連施

設の整備 

 

②保育所等へ

のＩＣＴ導

入の推進 

 

③幼稚園入園

手続きの電

子申請導入 

 

④保育士確保

事業 

 

 

⑤学童クラブ

施設の整備 

R4整備事業の完了 

R5整備事業の着工 

 

保育士支援のためのシステムを導

入した園の数 

 

 

③導入検討会議を行い、方針を決定

する。 

 

 

合同就職説明会の実施回数 

奨学金返済支援補助金の利用者数 

 

⑤施設修繕校数 

― 

― 

 

5園 

 

 

 

― 

 

 

 

1回 

6人 

 

 

1校 

3園 

2園 

 

6園 

 

 

 

導入可否の決定 

 

 

 

2回 

7人 

 

 

1校 
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主要施策 9 

1 主要施策名 家庭教育・家庭支援の充実 

2 担当課 こども育成課 

3 取組・事業の

目標 

①未就園児及びその家庭を把握することにより未就園児に就園を促す

ほか、就学にかかわる相談体制をつくる。 

②子育て支援センターでの多世代交流の促進を図る。 

③出産を控えた妊婦や就園前の子育て世代へ向けて、市内の保育施設

の紹介や子育てイベントなどの情報を発信する。 

④子育て世代からの多岐にわたる相談について、相談支援体制を確立

する。 

⑤多世代交流として、地域の高校生と子育て世代の交流を図る。 

4 取組・事業の

内容 

①3歳児を対象とした絵本配布事業 

○未就園児及びその家庭の把握、就園への促し 

 

②子育て支援センターの事業拡充 

○センターでの多世代交流の促進 

○幼少期における社会性発達基盤のための親を対象とした研修の実 

 施 

○地域子育て支援センターを利用する保護者からの個別相談に対応 

○家庭の支援体制充実(要保護児童対策地域協議会との連携強化) 

○幼稚園・保育所等の情報提供 

○希望する園からの広報活動の受け入れ 

 

③子育て情報の発信 

○出産や子育て、奨学金制度、就労支援等多岐にわたる情報を発信 

 

④多世代交流の実施 

〇筑豊高校との共同事業で高校生と子育て世代の交流会(子育てサ

ロン)を開催する。毎年 5月から翌 1月までで 7回行う。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①絵本配布事業 

 

②子育て支援セ

ンター事業 

   

③子育て情報の

発信 

 

④多世代交流の

実施 

絵本の配布部数 

 

センターの利用者数 

延べ相談件数 

 

「子育てガイド」発行部数 

 

 

子育てサロンの参加人数 

401部 

 

1,900人 

210件 

 

1,000部 

 

 

163人 

450部 

 

3,000人 

240件 

 

1,000部 

 

 

200人 
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主要施策 10 

1 主要施策名 社会教育活動の促進 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①心の豊かさや生きがいづくりのため、中央公民館主催講座をライフ

スタイルや価値観の多様化に対応した内容に充実させ、生涯学習を

支援するとともに、学びを通した仲間づくり・世代間交流の促進を

図る。 

②地域の高齢者による学習支援ボランティアが、自分の経験や知識、

特技を披露する場として、子どもたちとの交流の場を設けることに

より、高齢者の生きがいづくりや学習意欲を喚起するとともに子ど

もたちの体験学習を支援する。 

③社会教育団体の自発的学習活動の活性化や継続に向けた活動支援を

図るとともに、団体等との連携に努める。 

4 取組・事業の

内容 

①中央公民館主催講座の充実 

市内居住者および通勤者を対象とした、初心者向けの「趣味の講

座」、おおむね 60 歳以上を対象とした「はつらつ塾」を通年の主催

講座として開講する。また、新たな市民ニーズの掘り起こしのため、

短期講座を開講し、次年度以降の通年講座の拡充を図る。 

 

②地域の高齢者による学習支援 

地域の学習支援ボランティアが学校を訪問し、講座で学んだ内容

及び今までの経験や知識、特技を活かし、子どもたちの総合学習等

の場で教える「ふれあい交流事業」を実施する。 

 

③社会教育団体の活動支援 

芸術、歴史、芸能及び文化、スポーツ振興、青少年育成に関する

団体や連合体が行う事業に対して支援を行う「社会教育活動費補助

金」や校区の子供たちの活動に対して支援を行う「直方市アンビシ

ャス活動助成金」の制度を活用し、社会教育団体の活動の一部を補

助する形で自発的学習活動の活性化に取り組む。 

 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①中央公民館主

催事業の充実 

 

②地域の高齢者

による学習支

援 

 

③社会教育団体

の活動支援 

主催講座数 

短期講座数 

 

ふれあい交流実施回数 

 

 

 

支援実施団体数 

18講座 

1講座 

 

86回 

 

 

 

13団体 

20講座 

10講座 

 

100回 

 

 

 

17団体 
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主要施策 11 

1 主要施策名 文化施設の振興 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①文化施設の運営を行っている指定管理者と連携し、各施設の特色を

活かした管理運営を行う。 

②各文化施設間の連携を強化し魅力的な運営を行う。 

③市民文化祭の活性化を図り、市民の文化活動の充実を目指す。 

4 取組・事業の

内容 

①指定管理者と連携した特色を活かした文化施設の活用と運営 

直方谷尾美術館と連携し、直方の未来を担う子どもたちに芸術に

触れる機会を創出し、個性を伸ばし想像力を育むために「第 3 回の

おがた子どもアート大賞展」の開催に向けての取り組みを継続して

行う。また、関係課や学校などと連携し、各施設の特色を活かした

事業を実施する。 

・季節の生け花・食事の提供(直方歳時館) 

・三太郎 cafe(直方歳時館) 

・社会科見学(直方市石炭記念館) 

・子育て広場(直方市立図書館) 

 

②文化施設間の連携強化 

R6 年には、直方歳時館が開館 25 周年、R7 年にはユメニティのお

がたが開館 25周年を迎える。それらのアニヴァーサリー事業に向け

て、それぞれの施設の企画展に関連した事業やイベントを行うなど

施設間の連携強化を行う。 

 

③市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実 

R4年度に、コロナ禍で中止になっていた市民文化祭を、ステージ

の部、展示の部を再開した。しかしながら、参加団体も少なかった

ため、R5年度は、開催方法を工夫しながら、発表の場を設け、市民

の文化活動の支援を行う。 

 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①文化施設の活

用 

 

②文化施設間の

連携強化 

 

②市民文化祭の

活性化 

文化施設の年間利用者数 

 

 

文化施設間連携イベントの回数 

 

 

市民文化祭の参加人数 

133,175人 

 

 

5回 

 

 

964人 

130,000人 

 

 

5回 

 

 

1,500人 
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主要施策 12 

1 主要施策名 スポーツの振興 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①スポーツ関係団体等と連携して、市民がスポーツに親しめる機会を

創出する。 

②市民の誰もがスポーツに参加できる環境をつくるため、学校や地域

と連携を図った事業を行う。 

4 取組・事業の

内容 

①各団体及び庁内関係課と連携したスポーツ活動の促進 

スポーツ推進委員や地域総合型スポーツクラブ、庁内関係課と連

携し、市民がスポーツに親しめる事業を実施する。 

○主催事業等 

・ポスチャサイズ教室 全 7回 

・仙人体操＆ダンスフィットネス教室 全 10回 

・こども相撲教室 全 3回 

・親子着衣水泳教室 

・こども陸上教室 全 7回 

・体力テスト会 

・弓道教室 全 8回 

・スポーツ推進団体関連事業 

・トップアスリート事業（日本生命協定事業）  

・直方市子ども紙ヒコーキ大会 

・こども陸上教室記録会 

・おとなテニス教室 全７回 

○その他事業等 

・直鞍一周駅伝競走大会（体育協会等連携事業） 

・わくわくのおがたスポーツクラブとの共催事業 

 

②学校や地域と連携を図った事業の実施 

直方市スポーツ推進委員協議会と学校や地域が連携し、カヌー教

室やニュースポーツ体験などの事業を行う。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①スポーツに親

しむ機会の創

出 

 

②学校や地域と

連携を図った

事業の実施 

スポーツ教室等種目数 

スポーツ教室参加者数 

 

 

連携事業の回数 

6種目 

146人 

 

 

2回 

12種目 

500人 

 

 

5回 
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主要施策 13 

1 主要施策名 青少年の健全育成と交流体験活動事業の充実 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①自然とのふれあい体験や様々な生活体験活動を通して、健やかで、

豊かな人間性を育み、広い視野や志を持ち、たくましく生き抜く力

を備えた青少年の育成を図る。また、地域の歴史や伝統文化に触れ

る活動を通して、郷土への誇りや愛着を持つ機会の充実を図る。 

②音楽の専門家が指導することにより、子どもたちが普段の授業等で

は得られない様々な体験や創作活動を通して、子どもの才能の芽を

育む。 

4 取組・事業の

内容 

①青少年の体験活動・世代間交流事業の実施 

・折り紙で○○を作ろう 

・夢の土鈴づくり～第２章 

・カヌー川下り 

・職場体験（消防）＋民間企業とのコラボ 

・紙ヒコーキ大会 

・サイエンスショー身近な化学を体験しよう！ 

・歴史系イベント 

・親子陶芸教室 

・子ども将棋大会 

 

②子どもの才能の芽を育む事業の実施 

○様々なレーベルで活躍する音楽プロデューサー堤秀樹氏を講師に

迎え、iPadを使用した作曲活動を行い、ミュージックスタジオに

て iPadで作成したオリジナルソングを録音する。 

○直方市出身のプロの声楽家である野上結美氏を各小中学校へ派遣

して、合唱指導を行うことで、声を出し歌うことの楽しさを伝え

る。 

○幼稚園音楽アウトリーチ事業では、市内 8 園ある幼稚園の内５つ

の幼稚園でコンサートを行い、幼児に生演奏を披露し、優れた音

楽を直に体験してもらう事業を行う。 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①体験活動・交

流事業 

 

②子どもの才能

の芽を育む事

業 

青少年育成市民会議事業の参加人

数 

 

参加人数 

102人 

 

 

265人 

280人 

 

 

300人 
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主要施策 14 

1 主要施策名 文化財の保護と学習機会の充実 

2 担当課 文化・スポーツ推進課 

3 取組・事業の

目標 

①歴史的価値の高い施設・資料の保存のため、必要に応じた修復を行

った上で、国指定史跡筑豊炭田遺跡群を構成する模擬坑道や石炭記

念館本館をより魅力ある施設として整備する。 

②郷土の歴史に直接触れる機会を提供し、誇りや愛着を持つ機運を醸

成する。 

③故郷の歴史、文化財に誰もが接することができる機会を提供する。 

4 取組・事業の

内容 

①国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向けた取り組みの推進 

石炭記念館本館及び模擬練習坑道の展示に関する基本設計を作成

する。 

 

②郷土資料室の充実 

郷土の歴史に興味を持ち、来館者に満足してもらえるよう、魅力

的な企画展を開催する。 

 

③故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実 

・遠賀川流域の古墳同時公開 

・文化財関係出前講座 

・青少年事業での文化財関係イベントの実施 

 

指 標 指 標 の 概 要 現状値 目標値 

①筑豊炭田遺跡

群の整備保存 

 

②郷土資料室の

充実 

 

③故郷の歴史と

文化財に関す

る学習機会の

充実 

 

基本設計の作成 

 

 

企画展の実施 

 

 

古墳同時公開・出前講座等実施回数 

 

古墳同時公開・出前講座等来場者数 

― 

 

 

1回 

 

 

5回 

 

 

350人 

作成 

 

 

2回 

 

 

6回 

 

 

400人 
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報告第25号 

 

直方市紙おむつ等物価高騰対策補助事業実施要綱  

 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成 3年直方市規則第6号）第3条の

規定に基づき、直方市紙おむつ等物価高騰対策補助事業に関し必要な事項を定

めることにより、0歳、1歳、2歳児の児童を養育する市内在住の保護者に対して、

紙おむつ等の値上がり分に対する補助金を支給することにより、コロナ禍にお

ける物価高騰の影響による経済的負担を軽減し、もって児童福祉の向上に寄与

することを目的とする。  

（補助金の基準日等）  

第2条 補助金の基準日は令和 4年12月1日とし、対象となる児童は令和元年 12月3

日から令和5年3月31日までの間に出生し、又は出生した児童で、本市に住民登

録のある児童とする。  

2 補助金の支給額は対象となる児童 1人につき、3万円とする。 

3 補助金の対象者は、第1項の児童を養育する市内在住の保護者とする（以下「支

給対象者」という。）。  

（申請不要の支給の方式）  

第3条 市長は、支給対象者のうち本市の児童手当を受給している保護者（以下「児

童手当受給者」という。）に対し、本補助金の支給の申込みを行う。  

(1) 児童手当受給者は、申込みを受けた際、別記様式第 1号の受給拒否の届出

書により補助金の受給の拒否を届け出ることができる。  

(2) 市長は、支給の申込み後、速やかに支給を決定し、児童手当受給者に対し、

児童手当の振込時における指定口座に本補助金を支給する。ただし、前号の

届出があったときは、この限りでない。  

（申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限）  

第4条 申請による補助金の支給に係る市の申請受付開始日は、令和4年12月2日と

する。 

2 申請期限はやむを得ない場合を除き、令和 5年3月31日とする。ただし、令和5

年3月末に出生した児童の申請については、令和 5年4月14日までとする。  

（申請による支給の方式）  
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第5条 支給対象者のうち児童手当受給者でない者で、申請により補助金の支給を

受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別記様式第 2号の申請書（以

下「本補助金申請書」という。）により申請を行う。  

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式の

いずれかにより行う。 

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本補助金申請書を郵送により市に提出

し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本補助金申請書を市の窓口に提出し、市

が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し

等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。  

（代理による申請）  

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定

した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める

者とする。 

（申請者に対する支給の決定）  

第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速

やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第 2項各号に掲

げる方式により本補助金を支給する。  

（補助金の支給等に関する周知）  

第8条 市長は、本補助金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の

要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方

法による住民への周知を行う。  

（申請が行われなかった場合等の取扱い）  

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本補助金の支給対

象者から第4条第2項の申請期限までに第 5条第1項の申請が行われなかった場合、

当該本補助金の支給対象者が本補助金の支給を受けることを辞退したものとみ

なす。 

2 市長が第3条第1項第2号の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童

手当の振込時における指定口座に本補助金の支給として振込みを行う手続を行

ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令

和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。  
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3 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能

等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこ

とその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和 5年3月31日までに支給が完

了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。  

（不当利得の返還）  

第10条 市長は、本補助金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくな

った者又は偽りその他不正の手段により本補助金の支給を受けた者に対し、支

給を行った本補助金の返還を求める。  

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第11条 本補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならな

い。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この要綱は、公布の日から施行する。  

2 この要綱は、令和 5年4月30日限り、その効力を失う。
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年 月 日

表A   今回、給付金の支給を申請する児童について記入してください。

R

     年     月      日

R

     年     月      日

R

     年     月      日

表B   重複支給確認等のため、既に補助金を受給している場合は、補助金の対象となった児童の氏名を記入してください。
         (以下の児童については、今回の補助金の支給対象とはなりません)

※ 補助金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「２．支給対象児童」の表Aに記入した今回支給申請をする人数になります。
※ 申請額・請求額は、対象児童１人当たり一律30,000円となります。(例)対象児童数３人の場合 : 30,000円 × 3人 = 90,000円

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

１．申請・請求者、配偶者等 記入日 令和　　   年　 　 　月  　　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　住　　　所

氏　　　　　名

様式第２号

直方市紙おむつ等物価高騰対策補助金申請書（請求書）

直方市長様

裏面の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

配 偶 者 氏 名
同居・

別居の別

男
・
女

S ・ H

電話　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

別居の場合は住所を記載

(注1) 配偶者等の欄は、2人以上で児童を養育している場合に記入してください。「配偶者等」とは、児童を養育する配偶者、未成年後見人、父母指定者等をいいます。

同居・別居

（　フ　リ　ガ　ナ　）
続柄 性別 生年月日

同居
別居
の別氏　　　　　名

住所
(別居の場合)

監護
の

有無

生計
関係

有
・
無

同一
・

維持

有
・
無

同一
・

維持

1
有
・
無

同一
・

維持

2
同居

・
別居

口 座 番 号
（右詰めでお書きく ださい）

口　座　名　義（フリガナのみ）

      ※「１．届出者」名義に限る。
 　　※通帳の表記に合わせてください。

同居
・

別居

３．申請額・請求額

1 2 3

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

3
同居

・
別居

円申請額・請求額人
対象児童数
(表Aの人数)

金融機関コード 支店コード

※申請・請求者の名義の口座を指定してください。
※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号(7桁)」(通帳見開き下部に記載)をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

今回、補助金を申請する児童について、令和４年１２月1日時点の状況を表Aに記入してください。
ただし、以下の場合は、それぞれの時点の状況を記入してください。
①１２月１日以降に新たに児童手当の支給対象となった児童については、児童手当の認定請求時点の状況
②その他、１２月１日以降に本補助金の支給要件を満たすことになった児童については、申請時点の状況
また、既に補助金を受給したことがある場合は、表Bにその対象となった児童の氏名を記入してください。

 (注) 申請時点で直方市より児童手当を受給している方(申請中の方)は記入不要です。

２．支給対象児童

1.銀行

2.金庫

3.信組

4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店

本・支所

出張所

1普通

2当座

４．受取方法

金　融　機　関　名 支 店 名 分類
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【誓約・同意事項】

□
補助金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や補助金の支給要件に該当しないことが

判明した場合には、補助金を返還します。

□ 同一児童について補助金を受給済ではありません。受給していた場合には、補助金を返還します。

□
市区町村が支給決定をした後、申請書(請求書)の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、
かつ、令和5年3月31日までに、市区町村が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、補助金が支給されないことに同意
します。

各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。

□ 直方市紙おむつ等物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)の支給要件に該当します。

□ 補助金の支給要件の該当性等を審査等するため、市が必要な住民基本台帳情報の確認を行うことに同意します。

申請・請求者本人確認書類
※運転免許証、パスポート等の写し等

振込先金融機関口座確認書類
※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し
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報告第26号 

 

直方市保育所等給食支援費補助金交付要綱  

 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成 3年直方市規則第6号）第3条の

規定に基づき、直方市保育所等給食支援費補助金交付に関し必要な事項を定め

ることにより、直方市内の保育所及び認定こども園（以下「保育所等」という。）

において、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食の実施のほか、保護

者の経済的負担の軽減を図るため、給食の材料費高騰に伴う費用の一部につい

て、直方市保育所等給食支援費補助金を予算の範囲内において交付するものと

し、その交付については福岡県保育所等給食支援費補助金交付要綱の定めると

ころによるものとし、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。  

（補助の対象） 

第2条 この補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、令和 4年4

月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収し

た値上げ相当分を保護者に返還を行った保育所等が、値上げに必要な経費を業

者に支払う事業とする。  

（補助金の額） 

第3条 補助金の額は、1施設あたり基本単価750円（副食のみを提供する場合は450

円）に各月初日時点の利用児童数と月数を乗じた基準額と、令和 4年4月分から

令和5年2月分の保育所等の給食材料費上昇分の実支出額を比較して少ない方の

額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少な

い額とする。 

（交付申請） 

第4条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市保育所等給食

支援費補助金交付申請書（様式第 1号）に、必要な書類を添えて、市長に申請し

なければならない。  

（交付決定） 

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その

決定について、直方市保育所等給食支援費補助金交付（不交付）決定通知書（様

式第2号）により保育所等に通知するものとする。  
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（変更交付申請）  

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた保育所等は、交付決定後に

申請の内容が変更となる場合は、直方市保育所等給食支援費補助金変更交付申

請書（様式第3号）に、必要な書類を添えて市長に提出するものとする。  

（変更交付決定）  

第7条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査

し、適当と認めるものについては、変更の決定をし、直方市保育所等給食支援

費補助金変更交付決定通知書（様式第 4号）により保育所等に通知するものとす

る。 

（実績報告） 

第8条 保育所等は、補助事業が完了したときは速やかに、直方市保育所等給食支

援費補助金実績報告書（様式第 5号）に支出の状況が分かる書類を添えて、市長

に報告しなければならない。  

（額の確定） 

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を

確定し、直方市保育所等給食支援費補助金交付額確定通知書（様式第6号）によ

り保育所等に通知する。  

（精算請求） 

第10条 保育所等は、補助金の額が確定したのちに、直方市保育所等給食支援費

補助金（精算払）請求書（様式第 7号）により市長に請求することができる。  

 

附 則 

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和 4年4月1日から適用する。  

2 この要綱は、令和 5年3月31日限り、その効力を失う。  
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様式第1号（第4条関係） 

年   月   日 

 

直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名 

代表者名              

 

 

直方市保育所等給食支援費補助金交付申請書 

 

 

 標記補助金について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。  

 

 

記 

 

１  申請金額        金            円  

 

２  添付書類  

    ・事業計画書  

    ・予算書  
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様式第2号（第5条関係）                      

第      号 

年   月   日 

 

 

 

様 

 

直方市長             

 

 

直方市保育所等給食支援費補助金交付（不交付）決定通知書  

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので通知します。  

 

 

記 

 

決定内容  交付  ・  不交付  

交付の場合の補助金額                円  

不交付の場合の理由   
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様式第3号（第6条関係） 

年   月   日 

 

直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名                

代表者名 

 

 

直方市保育所等給食支援費補助金変更交付申請書  

 

 

  年   月   日付     第    号をもって交付決定通知のあった補助金

について、次のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。  

 

 

記 

 

 

交 付 決 定 額              円  

今回変更申請額               円（総額）  

変 更 理 由  

   ※変更理由が確認できる書類（変更事業計画書・変更予算書）を添付  
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様式第4号（第7条関係）                   第      号 

年   月   日 

 

 

 

様 

 

直方市長             

 

 

直方市保育所等給食支援費補助金変更交付（不交付）決定通知書  

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので通知します。  

 

 

記 

 

決定内容  交付  ・  不交付  

不交付の場合の理由   

変更決定額          円（変更前        円） 

変更理由   
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様式第5号（第8条関係） 

年   月   日 

 

直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名 

代表者名              

 

 

直方市保育所等給食支援費補助金実績報告書  

 

 

 

 標記補助金について、必要書類を添えて実績報告します。  
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様式第6号（第9条関係）                      

第      号 

年   月   日 

 

 

 

様 

 

直方市長             

 

 

直方市保育所等給食支援費補助金交付額確定通知書  

 

下記補助金について、下記のとおり決定しましたので通知します。  

 

 

記 

       

 

 

      補助金額              円  
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様式第7号（第10条関係) 

年   月   日 

 

 直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名 

代表者名              

 

 

直方市保育所等給食支援費補助金（精算払）請求書  

 

 

    年    月   日付     第    号で補助金額確定通知を受けた標

記補助金について、下記のとおり請求します。  

 

記 

 

 

1. 確定補助金額                  円 

2. 精算請求額                                   円  
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報告第27号 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱  

 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成 3年直方市規則第6号）第3条の

規定に基づき、直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱に関し必要な事

項を定めることにより、コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生

じている直方市内の保育所及び認定こども園（以下「保育所等」という。）に

対して、光熱費及び送迎バスの燃料費等の上昇分相当額を支援することにより、

保育サービスの質を確保するため、光熱費及び送迎バスの燃料費の上昇分の一

部について、直方市保育所等物価高騰対策費補助金を予算の範囲内において交

付するものとし、その交付については福岡県保育所等物価高騰対策費補助金交

付要綱の定めるところによるものとし、もって児童福祉の向上に寄与すること

を目的とする。 

（補助の対象） 

第2条 この補助金を交付する対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

保育所等が物価高騰対策として、光熱費及び送迎バスの燃料費の上昇分につい

て、必要な経費を業者に支払う事業とする。  

（補助金の額） 

第3条 補助金の額は、1施設あたり基本単価3,000円（バス送迎を行っている施設

に燃料費を補助する場合は3,360円）に令和4年10月1日時点の利用定員数を乗じ

た基準額と、令和4年4月から令和5年3月までの保育所等の光熱費及び送迎バス

の燃料費上昇分の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金そ

の他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額とする。  

（交付申請） 

第4条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市保育所等物価

高騰対策費補助金交付申請書（様式第 1号）に、必要な書類を添えて、市長に申

請しなければならない。  

（交付決定） 

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その

決定について、直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付（不交付）決定通知
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書（様式第2号）により保育所等に通知するものとする。  

（変更交付申請）  

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた保育所等は、交付決定後に

申請の内容が変更となる場合は、直方市保育所等物価高騰対策費補助金変更交

付申請書（様式第3号）に、必要な書類を添えて市長に提出するものとする。  

（変更交付決定）  

第7条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査

し、適当と認めるものについては、変更の決定をし、直方市保育所等物価高騰

対策費補助金変更交付決定通知書（様式第 4号）により保育所等に通知するもの

とする。 

（実績報告） 

第8条 保育所等は、補助事業が完了したときは速やかに、直方市保育所等物価高

騰対策費補助金実績報告書（様式第 5号）に支出の状況が分かる書類を添えて、

市長に報告しなければならない。  

（額の確定） 

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を

確定し、直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付額確定通知書（様式第 6号）

により保育所等に通知する。  

（精算請求） 

第10条 保育所等は、補助金の額が確定したのちに、直方市給食副食費無償化補

助金（精算払）請求書（様式第 7号）により市長に請求することができる。  

 

附 則 

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和 4年4月1日から適用する。  

2 この要綱は、令和 5年3月31日限り、その効力を失う。  
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様式第1号（第4条関係） 

年   月   日 

 

直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名 

代表者名              

 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書  

 

 

 標記補助金について、下記のとおり関係書類を添えて申請します。  

 

 

記 

 

１  申請金額        金            円  

 

２  添付書類  

    ・事業計画書  

    ・予算書  
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様式第2号（第5条関係）                      

第      号   

年   月   日 

 

 

様 

 

直方市長             

 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付（不交付）決定通知書  

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので通知します。  

 

 

記 

 

決定内容  交付  ・  不交付  

交付の場合の補助金額                円  

不交付の場合の理由   
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様式第3号（第6条関係） 

年   月   日 

 

直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名                

代表者名 

 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金変更交付申請書  

 

 

  年   月   日付     第    号をもって交付決定通知のあった補助金

について、次のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。  

 

 

記 

 

 

交 付 決 定 額              円  

今回変更申請額               円（総額）  

変 更 理 由  

   ※変更理由が確認できる書類（変更事業計画書・変更予算書）を添付  
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様式第4号（第7条関係）            

         第      号 

年   月   日 

 

 

 

様 

 

直方市長             

 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金変更交付（不交付）決定通知書  

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので通知します。  

 

 

記 

 

決定内容  交付  ・  不交付  

不交付の場合の理由   

変更決定額          円（変更前        円） 

変更理由   
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様式第5号（第8条関係） 

年   月   日 

 

直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名 

代表者名              

 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金実績報告書  

 

 

 

 標記補助金について、必要書類を添えて実績報告します。  
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様式第6号（第9条関係）                      

第      号 

年   月   日 

 

 

 

様 

 

直方市長             

 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金交付額確定通知書  

 

下記補助金について、下記のとおり決定しましたので通知します。  

 

 

記 

       

 

 

      補助金額              円  
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様式第7号（第10条関係) 

年   月   日 

 

 直方市長  様 

 

施設所在地 

施設名 

代表者名              

 

 

直方市保育所等物価高騰対策費補助金（精算払）請求書  

 

 

    年    月   日付     第    号で補助金額確定通知を受けた標

記補助金について、下記のとおり請求します。  

 

記 

 

 

1. 確定補助金額                  円 

2. 精算請求額                                   円  
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報告第28号 

 

直方市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例 

 

直方市子ども・子育て会議設置条例（平成25年直方市条例第19号）の一部を次

のように改正する。 

第1条中「第77条第1項」を「第72条第1項」に改める。 

第2条第1号中「第77条第1項各号」を「第72条第1項各号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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直方市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

(設置) (設置) 

第1条 この条例は、家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、

子どもの成長に対する課題が多様なものとなっていることに鑑

み、子どもが健やかに育成される地域社会の実現のために、子

ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)

第72条第1項の規定に基づき、直方市子ども・子育て会議(以下

「子育て会議」という。)を設置するものとする。 

第1条 この条例は、家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、

子どもの成長に対する課題が多様なものとなっていることに鑑

み、子どもが健やかに育成される地域社会の実現のために、子

ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)

第77条第1項の規定に基づき、直方市子ども・子育て会議(以下

「子育て会議」という。)を設置するものとする。 

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 第2条 子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務 (1) 法第77条第1項各号に掲げる事務 

(2)・(3) 省略 (2)・(3) 省略 

 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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報告第29号 

 

直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例 

 

直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年直方市

条例第24号）の一部を次のように改正する。 

第7条中「、次条第1項」を「、次条、第8条第1項」に改め、同条の次に次の1条

を加える。 

（安全計画の策定等） 

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的

保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用

乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での

生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他

家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条に

おいて「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しな

ければならない。 

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。 

第11条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、

同条ただし書を削る。 

第14条を次のように改める。 

第14条 削除 

第15条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練を定期的に実施する」に改める。 
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附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布

の日から施行する。 
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直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下

「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条、

第8条第1項、第15条第1項及び第2項、第16条第1項及び第5項、

第17条並びに第18条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的

保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に

対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1

項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次

に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ

ども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければな

らない。 

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下

「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条

第1項       、第15条第1項及び第2項、第16条第1項及び第5項、

第17条並びに第18条第1項から第3項までにおいて同じ。)は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的

保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に

対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1

項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次

に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ

ども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければな

らない。 

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略 

(安全計画の策定等) （新設） 

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図

るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等

の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での

活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日

常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他

家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画

(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知す  
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るとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護

者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく

取組の内容等について周知しなければならない。 

 

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必

要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準) 

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準) 

第11条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設

置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に

応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設

置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができ

る。                                                     

                                                      

第11条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設

置するときは                                    、必要に

応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設

置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができ

る。ただし、保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼

児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。 

 (懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第14条 削除 第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第47条第3項

の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な

措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権

限を濫用してはならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第15条 省略 第15条 省略 

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感

染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感

染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する

よう努めなければならない。 

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ず

る                                                      

                                                        

よう努めなければならない。 
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3～5 省略 3～5 省略 

 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。 
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報告第30号 

 

直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

 

直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

（平成26年直方市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第4条第2項ただし書中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改め、同項第

1号中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改め、同項第2号中「第19条第1項

第1号」を「第19条第1号」に改め、同項第3号中「第19条第1項第2号」を「第19

条第2号」に改める。 

第6条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第3項中「第

19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。 

第7条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。 

第8条中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改める。 

第13条第4項第3号ア（ア）中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、

同号ア（イ）中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同号イ（ア）中

「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号イ（イ）中「第19条第1項

第2号」を「第19条第2号」に改める。 

第15条第1項第3号中「第25条」を「第25条第1項」に改める。 

第20条第4号中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改める。 

第26条を次のように改める。 

第26条 削除 

第35条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第2項中「第

19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」

に改め、同条第3項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改める。 

第36条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第2項中「第

19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」

に改め、同条第3項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1

項第2号」を「第19条第2号」に、「同項第1号」を「同条第1号」に改める。 

第37条第2項及び第39条第2項中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改め

る。 
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第51条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第2項中「第

19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」

に改め、同条第3項中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に、「第19条第1

項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め

る。 

第52条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第2項中「第

19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」

に、「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第3項中「第19条第1

項第2号」を「第19条第2号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布

の日から施行する。 
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直方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

(利用定員) (利用定員) 

第4条 省略 第4条 省略 

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設

の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ご

との利用定員を定めるものとする。ただし、法第19条第3号    

 に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満た

ない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子ども

に区分して定めるものとする。 

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設

の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ご

との利用定員を定めるものとする。ただし、法第19条第1項第3

号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満た

ない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子ども

に区分して定めるものとする。 

(1) 認定こども園 法第19条各号     に掲げる小学校就学前

子どもの区分 

(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前

子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子ど

もの区分 

(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分 

(3) 保育所 法第19条第2号     に掲げる小学校就学前子ど

もの区分及び同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分及び同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等) (利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第6条 省略 第6条 省略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1号   

  に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している法第19条第1号     に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該

特定教育・保育施設の法第19条第1号     に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合において

は、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第1

号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該

特定教育・保育施設の法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合において

は、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定
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教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法(第4項において「選考方法」

という。)により選考しなければならない。 

教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法(第4項において「選考方法」

という。)により選考しなければならない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下こ

の項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第2号   

  又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している法第19条第2号     又は第3号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第19条第2号     

又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下こ

の項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第2

号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第2号又は第3号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第19条第1項第2号

又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

4・5 省略 4・5 省略 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第7条 省略 第7条 省略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下こ

の項において同じ。)は、法第19条第2号     又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに

係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条

第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下こ

の項において同じ。)は、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに

係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条

第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

(受給資格等の確認) (受給資格等の確認) 

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められ

た場合は、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証に

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められ

た場合は、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証に
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よって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ど

もの該当する法第19条各号     に掲げる小学校就学前子ども

の区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確

認するものとする。 

よって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ど

もの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確

認するものとする。 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第13条 省略 第13条 省略 

2・3 省略 2・3 省略 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定

教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定

教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

(1)・(2) 省略 (1)・(2) 省略 

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 (3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教

育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町

村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額

未満であるものに対する副食の提供 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教

育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町

村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額

未満であるものに対する副食の提供 

(ア) 法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども 7万7,101円 

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども 7万7,101円 

(イ) 法第19条第2号     に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認

定子どもを除く。イ(イ)において同じ。) 5万7,700円(令

第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護

者にあっては、7万7,101円) 

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認

定子どもを除く。イ(イ)において同じ。) 5万7,700円(令

第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護

者にあっては、7万7,101円) 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年終

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年終
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了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援

学校の小学校の第一学年から第三学年までに在籍する子ど

もをいう。以下イにおいて同じ。)が同一の世帯に2人以上い

る場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当する者に

対する副食の提供(アに該当するものを除く。) 

了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援

学校の小学校の第一学年から第三学年までに在籍する子ど

もをいう。以下イにおいて同じ。)が同一の世帯に2人以上い

る場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当する者に

対する副食の提供(アに該当するものを除く。) 

(ア) 法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ど

も又は小学校第三学年終了前子ども(そのうち最年長者及

び2番目の年長者である者を除く。)である者 

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ど

も又は小学校第三学年終了前子ども(そのうち最年長者及

び2番目の年長者である者を除く。)である者 

(イ) 法第19条第2号     に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ど

も(そのうち最年長者である者を除く。)である者 

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ど

も(そのうち最年長者である者を除く。)である者 

ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

(4)・(5) 省略 (4)・(5) 省略 

5・6 省略 5・6 省略 

(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に

応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学

前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適

切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に

応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学

前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適

切に行わなければならない。 

(1)・(2) 省略 (1)・(2) 省略 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26

号)第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園

の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。) 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26

号)第25条     の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園

の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。) 

(4) 省略 (4) 省略 

2 省略 2 省略 
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(運営規程) (運営規程) 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営について

の重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)

を定めておかなければならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営について

の重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)

を定めておかなければならない。 

(1)～(3) 省略 (1)～(3) 省略 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1号     に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている

施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及

び時間、提供を行わない日 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている

施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及

び時間、提供を行わない日 

(5)～(11) 省略 (5)～(11) 省略 

 (懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第26条 削除 第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所

に限る。以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施

設の管理者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第4

7条第3項の規定により懲戒に関しその教育・保育給付認定子ど

もの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、

人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

(特別利用保育の基準) (特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。この条において同

じ。)が法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する

場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなけれ

ばならない。 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。この条において同

じ。)が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する

場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなけれ

ばならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供

する場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第1号     に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供

する場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第1項第1号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19
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条第2号     に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第3号の規定により定め

られた法第19条第2号     に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。 

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第3号の規定により定め

られた法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提

供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型

給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付

費をいう。次条第3項において同じ)を、それぞれ含むものとし

て前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。

この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こ

ども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とある

のは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に

限る。以下この項において同じ。)」と、「法第19条第1号     

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「法第19条第1号     又は第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第1

3条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法

第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定

子どもとあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を

受けるものを除く。)」と、同号イ(イ)中「除く」とあるのは「除

き、特別利用保育を受ける者を含む」とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提

供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型

給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付

費をいう。次条第3項において同じ)を、それぞれ含むものとし

て前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。

この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こ

ども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とある

のは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に

限る。以下この項において同じ。)」と、「法第19条第1項第1号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第1

3条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法

第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定

子どもとあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を

受けるものを除く。)」と、同号イ(イ)中「除く」とあるのは「除

き、特別利用保育を受ける者を含む」とする。 

(特別利用教育の基準) (特別利用教育の基準) 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。次項において同じ。)

が法第19条第2号     に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場

合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければ

ならない。 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。次項において同じ。)

が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場

合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければ

ならない。 

- 8 -



2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供

する場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第2号     に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19

条第1号     に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第2号の規定により定め

られた法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供

する場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第1項第2号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19

条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第2号の規定により定め

られた法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提

供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型

給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、本

章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。こ

の場合において、第6条第2項中「利用の申込みに係る法第19条

第1号     に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利

用の申込みに係る法第19条第2号     に掲げる小学校就学前子

どもの数」と、「法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは

「同条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数」と、第13条第2項中「法第27

条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含

む。)」と、同号イ(イ)中「を除く」とあるのは「及び特別利用

教育を受ける者を除く」とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提

供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型

給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、本

章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。こ

の場合において、第6条第2項中「利用の申込みに係る法第19条

第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利

用の申込みに係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子

どもの数」と、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは

「同項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数」と、第13条第2項中「法第27

条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含

む。)」と、同号イ(イ)中「を除く」とあるのは「及び特別利用

教育を受ける者を除く」とする。 

(利用定員) (利用定員) 

第37条 省略 第37条 省略 
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2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定

地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以

下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条第3号 

    に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保

育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者

の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保

育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学

前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあ

っては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監

護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条

の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものに

あっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の

構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及び

その他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第3号     

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1

歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前

子どもに区分して定めるものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定

地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以

下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条第1項

第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保

育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者

の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保

育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学

前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあ

っては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監

護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条

の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものに

あっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の

構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及び

その他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1

歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前

子どもに区分して定めるものとする。 

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 省略 第39条 省略 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第3号 

    に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業

所を現に利用している満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)の総数が、

当該特定地域型保育事業所の法第19条第3号     に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受け

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第1項

第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事

業所を現に利用している満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳

以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)の総数

が、当該特定地域型保育事業所の法第19条第1項第3号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合

においては、法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を
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る必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。 

受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

3・4 省略 3・4 省略 

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1号     に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特別利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特別利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19

条第1号     に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満3歳未満教育・保育給付認定子ども(次条第1項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特定利用地

域型保育の対象となる法第19条第2号     に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数

が、第37条第2項の規定により定められた利用定員を超えないも

のとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19

条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満3歳未満教育・保育給付認定子ども(次条第1項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特定利用地

域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数

が、第37条第2項の規定により定められた利用定員を超えないも

のとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型

保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条

第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同

じ。)を、それぞれ含むものとしてこの章(第40条第2項を除き、

前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条

を除く。次条第3項において同じ。)、第17条から第19条まで及

び第23条から第33条までを含む。)の規定を適用する。この場合

において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型

保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条

第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同

じ。)を、それぞれ含むものとしてこの章(第40条第2項を除き、

前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条

を除く。次条第3項において同じ。)、第17条から第19条まで及

び第23条から第33条までを含む。)の規定を適用する。この場合

において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項
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    に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申

込みに係る法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子どもの

数」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章において同じ。)とあるのは「法第19条

第1号     又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用

地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保

育の対象となる法第19条第2号     に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申し込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保

育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保

護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型

保育の対象となる法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1

号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前

2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは

「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要

する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第2項から

第4項まで」とする。 

第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申

込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの

数」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章において同じ。)とあるのは「法第19条

第1項第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用

地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保

育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申し込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保

育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保

護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型

保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1

号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前

2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは

「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要

する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第2項から

第4項まで」とする。 

(特定利用地域型保育の基準) (特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第2号     に掲げる小 第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小
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学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特定利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特定利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19

条第2号     に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る法第19条第3号     に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども(前条第1項の規定により特別利用地

域型保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の

対象となる法第19条第1号     に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条

第2項の規定により定められた利用定員を超えないものとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども(前条第1項の規定により特別利用地

域型保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の

対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条

第2項の規定により定められた利用定員を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合には、特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、

この章の規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号     に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も(特定満3歳未満保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給

付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1

号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地

域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対する

もの及び満3歳以上保育認定子ども係る第13条第4項第3号ア又

はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合には、特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、

この章の規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も(特定満3歳未満保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給

付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1

号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地

域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対する

もの及び満3歳以上保育認定子ども係る第13条第4項第3号ア又

はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。 
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附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行する。 
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報告第31号 

 

直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例 

 

直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年

直方市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

第5条第7項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。 

第6条の次に次の1条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課

後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点

検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健

全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研

修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項につい

ての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知し

なければならない。 

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

第12条の次に次の1条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第12条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感

染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この

条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知すると
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ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第13条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練を定期的に実施する」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

（直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正に伴う経過措置）） 

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第6条の2の規定の

適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めな

ければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めな

ければ」とする。 
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直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

(放課後児童健全育成事業の一般原則) (放課後児童健全育成事業の一般原則) 

第5条 省略 第5条 省略 

2～6 省略 2～6 省略 

7 国、都道府県及び市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を

行う場合は、あらかじめ、内閣府令    で定められた事項を市

長に届け出なければならない。 

7 国、都道府県及び市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を

行う場合は、あらかじめ、厚生労働省令で定められた事項を市

長に届け出なければならない。 

8 省略 8 省略 

(安全計画の策定等) （新設） 

第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を

図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童

健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事

業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所で

の生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研

修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関

する事項についての計画(以下この条において「安全計画」とい

う。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。 

 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について

周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

 

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保

護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づ

く取組の内容等について周知しなければならない。 

 

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行  
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い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

(業務継続計画の策定等) （新設） 

第12条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事

業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務

継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す

るよう努めなければならない。 

 

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるも

のとする。 

 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第13条 省略 第13条 省略 

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所にお

いて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職

員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施するよう努めなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所にお

いて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講ずる                                          

                                                        

            よう努めなければならない。 

3 省略 3 省略 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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（直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置）） 

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とある

のは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周

知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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